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規 則

�愛媛県規則第２１号
愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則

愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

公営企業管理規程

○ 愛媛県公営企業組織規程等の一部を改正する管理規程………………………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）…３３１

公営企業訓令

○ 愛媛県公営企業事業所処務規則及び愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部を改正する訓令………………………………（公営企業管理局総務課）…３３４

雑 報

○ 愛媛県内水面漁場管理委員会指示…………………………………………………………………………………………………………………………（水産課）…３３８

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

省略 省略

保健福

祉部

省略 保健福

祉部

省略

生きが

い推進

局

子育て支援課、障がい福祉課、長寿介護課

、ねんりんピック推進課

生きが

い推進

局

子育て支援課、障がい福祉課、長寿介護課

省略 省略

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

省略 省略

行革分権課 省略 行革分権課 省略

地域政策課 交通政策室

省略 省略

地域スポーツ課 オリパラ推進室

省略 省略

長寿介護課 ねんりんピック推進室

省略 省略

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２ 人事課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合において、

第６号、第７号、第９号及び第１０号 の事務は、職員厚生

室が所掌する。

�・� 省略

� 事務事業の進行管理及び効果測定に関すること。

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２ 人事課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合において

、第７号、第８号、第１０号及び第１１号の事務は、職員厚生

室が所掌する。

�・� 省略

� 事務事業の進行管理 に関すること。

� 事務事業の管理改善及び効果測定に関すること。
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� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

３～５ 省略

６ 行革分権課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第２号から第５号まで及び第１１号から第１３号までの事務は、

行政管理室が所掌する。

�～� 省略

� 事務事業の改善に関すること。

� 省略

	 省略


 省略

７ 省略

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 省略

２ 地域政策課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第７号から第９号までの事務は、交通政策室が所掌する。

�～� 省略

３ 企画統計課の所掌事務は、次のとおりとする。

�・� 省略

 統計データの分析及び利活用に関すること。

� 省略

４～７ 省略

（観光スポーツ文化部各課の所掌事務）

第８条の２ 地域スポーツ課の所掌事務は、第６条に規定するもの

のほか、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２～６ 省略

（保健福祉部各課の所掌事務）

第１０条 省略

２～７ 省略

８ 長寿介護課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

３～５ 省略

６ 行革分権課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第２号から第５号まで及び第１０号から第１２号までの事務は、

行政管理室が所掌する。

�～� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

７ 省略

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 省略

２ 地域政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

３ 企画統計課の所掌事務は、次のとおりとする。

�・� 省略

 省略

４～７ 省略

（観光スポーツ文化部各課の所掌事務）

第８条の２ 地域スポーツ課の所掌事務は、第６条に規定するもの

のほか、次のとおりとする。この場合において、第５号の事務

は、オリパラ推進室が所掌する。

�～� 省略

� 東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会

に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２～６ 省略

（保健福祉部各課の所掌事務）

第１０条 省略

２～７ 省略

８ 長寿介護課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第２号の事務は、ねんりんピック推進室が所掌する。

� 省略

� 第３５回全国健康福祉祭（ねんりんピック）の開催準備に関す

ること。

 省略

� 省略



愛 媛 県 報令和４年４月１日 第２９５号

２６９

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

９ ねんりんピック推進課の所掌事務は、第３５回全国健康福祉祭

（ねんりんピック）の開催準備に関することとする。

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 省略

２～４ 省略

５ 産業人材課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 産業分野のデジタル人材に関すること（他の主管に属するも

のを除く。）。

６ 経営支援課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

（知事に直属して置く職員）

第１５条の２ 知事に直属して営業本部長、営業統括部長、防災安全

統括部長、特命担当部長、秘書広報統括監、営業副本部長

、営業本部マネージャー、営業主幹、すご味係長及び

すごモノ係長を置く。

（部に置く職員）

第１６条 省略

２ 総務部、観光スポーツ文化部、保健福祉部 及び土

木部に部付を置く。

３ 省略

（局に置く職員）

第１６条の２ 省略

２ 観光交流局にサイクリング誘客推進監を置く。

３～７ 省略

（衛生環境研究所）

第５１条 省略

２ 省略

３ 衛生環境研究所に次の職員を置く。

� 省略

	 危機管理調整監


 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 省略

２～４ 省略

５ 産業人材課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

６ 経営支援課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 平成３０年７月豪雨による災害により被害を受けた中小企業者

等が実施する施設又は設備の復旧等の支援に関すること（他の

主管に属するものを除く。）。

（知事に直属して置く職員）

第１５条の２ 知事に直属して営業本部長 、防災安全

統括部長、特命担当部長 、営業副本部長、秘書

広報統括監、営業本部マネージャー、営業主幹、すご味係長及び

すごモノ係長を置く。

（部に置く職員）

第１６条 省略

２ 総務部、企画振興部 、保健福祉部、経済労働部及び土

木部に部付を置く。

３ 省略

（局に置く職員）

第１６条の２ 省略

２ 観光交流局にサイクリング普及調整監を置く。

３～７ 省略

（衛生環境研究所）

第５１条 省略

２ 省略

３ 衛生環境研究所に次の職員を置く。

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

 省略
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� 省略

� 省略

４ 省略

第４節 その他の機関

（研修所）

第７５条 愛媛県職員の資質の向上を図るため、松山市に、愛媛県研

修所（以下「研修所」という。）を設置する。

２ 研修所の業務は、次のとおりとする。

� 研修計画の策定及びその実施に関すること。

� 研修を受けるために入所する職員の入所、退所その他服務の

取扱いに関すること。

� 研修のために必要な資料の作成に関すること。

� 研修技法の開発等の調査研究に関すること。

� 職員の政策形成能力の向上に係る研修の企画に関すること。

� 職員の自主的研究活動の育成及び指導に関すること。

	 前各号に掲げるもののほか、研修に関すること。

３ 研修所に研修課を置く。

４ 研修所に次の職員を置く。

� 所長

� 次長

� 課長

� 担当係長

� 主事

� その他の職員

５ 研修所に、必要に応じ次の職員を置く。

� 参事

� 専門員

� 主任

第７６条 省略

第７７条 省略


 省略

� 省略

４ 省略

第４節 その他の機関

第７５条 省略

第７５条の２ 省略

（研修所）

第７６条 愛媛県職員の資質の向上を図るため、松山市に、愛媛県研

修所（以下「研修所」という。）を設置する。

２ 研修所の業務は、次のとおりとする。

� 研修計画の策定及びその実施に関すること。

� 研修を受けるために入所する職員の入所、退所その他服務の

取扱いに関すること。

� 研修のために必要な資料の作成に関すること。

� 研修技法の開発等の調査研究に関すること。

� 職員の政策形成能力の向上に係る研修の企画に関すること。

� 職員の自主的研究活動の育成及び指導に関すること。

	 前各号に掲げるもののほか、研修に関すること。

３ 研修所に研修課を置く。

４ 研修所に次の職員を置く。

� 所長

� 次長

� 課長

� 担当係長

� 主事

� その他の職員

５ 研修所に、必要に応じ次の職員を置く。

� 参事

� 専門員
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２２号
愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第１（第５条関係）

� 主任

第７７条 削除

別表第１（第５条関係）

課 係 課 係

省略 省略

企画統計課 統計分析係、人口統計係、経済統計係、生活統

計係、統計普及係

企画統計課 人口統計係、統計分析係、経済統計係、生活統

計係、統計普及係

省略 省略

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係）

幹事課 地方機関 幹事課 地方機関

総務管理

課

地方局 、研修所 総務管理

課

地方局、東京事務所、研修所

総合政策

課

東京事務所

省略 省略

別表第３（第２３条の２関係） 別表第３（第２３条の２関係）

地方局の部及び支局 課 係 地方局の部及び支局 課 係

東予地方

局

省略 東予地方

局

省略

農 林 水

産 振 興

部

省略 農 林 水

産 振 興

部

省略

今治

支局

省略 今治

支局

省略

森林林業

課

治山林道係

省略 省略

省略 省略

省略 省略

別表第５（第２３条の４関係） 別表第５（第２３条の４関係）

土木事務所 課 係 土木事務所 課 係

省略 省略

東予地方局今治土

木事務所

省略 東予地方局今治土

木事務所

省略

上島架橋建設課 上島架橋係

省略 省略



愛 媛 県 報令和４年４月１日 第２９５号

２７２

改 正 後 改 正 前

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

区分 職 区分 職

知事の事

務部局

本庁 部長、営業本部長、営業統括部長、防災安

全統括部長、特命担当部長、秘書広報統括

監、局長、部付、営業副本部長

、環境技術専門監、医療政策監、技

術監、参事、課長、室長、営業本部マネー

ジャー、副参事、技幹、医監、えひめ愛・

野球博推進監、サイクリング誘客推進監、

危機管理監、原子力安全対策推進監、感染

症対策調整監、水資源・ダム政策監、高速

道路推進監、主席工事検査専門員、課長補

佐、所長、秘書、医幹、主幹、営業主幹、

廃棄物監視指導官、検査班長、工事検査専

門員、換地指導専門員、用地補償審査専門

員、課付、室付、専門員、専門学芸員、隊

長、船長、機関長、係長、担当係長、すご

味係長、すごモノ係長、主計係長、科長、

スゴ技係長、副隊長、隊員、主任、主任学

芸員、主任主事、主任技師、主事、技師、

学芸員、技術主任、技能主任、主任守衛、

主任業務員、主任技術員、主任技能員、技

術員、技能員、守衛、業務員

知事の事

務部局

本庁 部長、営業本部長 、防災安

全統括部長、特命担当部長

、局長、部付、営業副本部長、秘書広報

統括監、環境技術専門監、医療政策監、技

術監、参事、課長、室長、営業本部マネー

ジャー、副参事、技幹、医監、えひめ愛・

野球博推進監、サイクリング普及調整監、

危機管理監、原子力安全対策推進監、感染

症対策調整監、水資源・ダム政策監、高速

道路推進監、主席工事検査専門員、課長補

佐、所長、秘書、医幹、主幹、営業主幹、

廃棄物監視指導官、検査班長、工事検査専

門員、換地指導専門員、用地補償審査専門

員、課付、室付、専門員、専門学芸員、隊

長、船長、機関長、係長、担当係長、すご

味係長、すごモノ係長、主計係長、科長、

スゴ技係長、副隊長、隊員、主任、主任学

芸員、主任主事、主任技師、主事、技師、

学芸員、技術主任、技能主任、主任守衛、

主任業務員、主任技術員、主任技能員、技

術員、技能員、守衛、業務員

地方

機関

局長、支局長、所長、部長、センター長、

次長、保健統括監、建設技術監、部付、所

付、館長、危機管理調整監、事務局長、副

所長、医監、参事、課長、室長、校長、教

頭、園長、副校長、副参事、技幹、農業普

及振興監、復興監、課長補佐、業務課長、

主幹、支所長、寮長、地域政策班長、納税

班長、滞納処分専門員、児童支援専門員、

女性支援専門員、検査保証専門員、発達障

がい者支援専門員、研究員、課付、室付、

医幹、事務局次長、副部長、教授、企画調

整幹、専門員、用地補償審査専門員、専門

学芸員、主任教官、船長、機関長、分校

長、主任研究員、看護部長、係長、科長、

准教授、助教授、担当係長、主任、主任学

芸員、主任判定員、特別研究員、教務主

任、医長、副医長、看護長、教官、主任主

事、主任技師、主事、技師、学芸員、技術

主任、技能主任、主任守衛、主任業務員、

主任技術員、主任技能員、技術員、技能

員、守衛、業務員

地方

機関

局長、支局長、所長、部長、センター長、

次長、保健統括監、建設技術監、部付、所

付、館長 、事務局長、副

所長、医監、参事、課長、室長、校長、教

頭、園長、副校長、副参事、技幹、農業普

及振興監、復興監、課長補佐、業務課長、

主幹、支所長、寮長、地域政策班長、納税

班長、滞納処分専門員、児童支援専門員、

女性支援専門員、検査保証専門員、発達障

がい者支援専門員、研究員、課付、室付、

医幹、事務局次長、副部長、教授、企画調

整幹、専門員、用地補償審査専門員、専門

学芸員、主任教官、船長、機関長、分校

長、主任研究員、看護部長、係長、科長、

准教授、助教授、担当係長、主任、主任学

芸員、主任判定員、特別研究員、教務主

任、医長、副医長、看護長、教官、主任主

事、主任技師、主事、技師、学芸員、技術

主任、技能主任、主任守衛、主任業務員、

主任技術員、主任技能員、技術員、技能

員、守衛、業務員

省略 省略
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２３号
児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（委任）

第１条 省略

２ 法第３２条第２項及び地方自治法第１５３条第２項の規定により、

次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。ただし、第１号

の２の２、第１号の１８の２及び第１号の１８の３に掲げる知事の権

限は、中予地方局長に限り委任する。

�～�の１７

�の１８ 法第２１条の５の２７第１項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の３９第１項の規定による指定

障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定

障害児相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査に関す

ること

。

�の１８の２ 地方自治法施行令第１７４条の４９の２第２項の規定に

より読み替えて適用される法第２１条の５の２７第３項の規定に基

づく中核市の市長からの業務管理体制の整備に関する報告の徴

収等の権限の行使の要求の受理に関すること

。

�の１８の３ 地方自治法施行令第１７４条の４９の２第２項の規定に

より読み替えて適用される法第２１条の５の２７第４項の規定に基

づく業務管理体制の整備に関する報告の徴収等の権限を行使し

た旨の中核市の市長への結果の通知に関すること

。

�の１９ 省略

�の２０ 法第２１条の５の２８第１項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の４０第１項の規定による指定

障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定

障害児相談支援事業者に対する勧告に関すること

。

�の２１ 法第２１条の５の２８第２項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の４０第２項の規定による勧告

に従わない旨の公表に関すること

（委任）

第１条 省略

２ 法第３２条第２項及び地方自治法第１５３条第２項の規定により、

次に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。ただし、第１号

の２の２、第１号の１８の２及び第１号の１８の３に掲げる知事の権

限は、中予地方局長に限り委任する。

�～�の１７

�の１８ 法第２１条の５の２７第１項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の３９第１項の規定による指定

障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定

障害児相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査に関す

ること（２以上の社会福祉施設（社会福祉法（昭和２６年法律第

４５号）第６２条第１項に規定する社会福祉施設（養護老人ホーム

及び軽費老人ホームを除く。）並びに保育所、幼保連携型認定

こども園、児童厚生施設、児童発達支援センター及び児童家庭

支援センターに限る。以下この項において同じ。）を設置する

社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）に係るものを

除く。）。

�の１８の２ 地方自治法施行令第１７４条の４９の２第２項の規定に

より読み替えて適用される法第２１条の５の２７第３項の規定に基

づく中核市の市長からの業務管理体制の整備に関する報告の徴

収等の権限の行使の要求の受理に関すること（２以上の社会福

祉施設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限

る。）に係るものを除く。）。

�の１８の３ 地方自治法施行令第１７４条の４９の２第２項の規定に

より読み替えて適用される法第２１条の５の２７第４項の規定に基

づく業務管理体制の整備に関する報告の徴収等の権限を行使し

た旨の中核市の市長への結果の通知に関すること（２以上の社

会福祉施設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に

限る。）に係るものを除く。）。

�の１９ 省略

�の２０ 法第２１条の５の２８第１項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の４０第１項の規定による指定

障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定

障害児相談支援事業者に対する勧告に関すること（２以上の社

会福祉施設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に

限る。）に係るものを除く。）。

�の２１ 法第２１条の５の２８第２項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の４０第２項の規定による勧告

に従わない旨の公表に関すること（２以上の社会福祉施設を設

改 正 後 改 正 前
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�の２２ 法第２１条の５の２８第３項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の４０第３項の規定による指定

障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定

障害児相談支援事業者に対する措置命令に関すること（

法第２１条の５の２８第４項（法

第２４条の１９の２において準用する場合を含む。）及び第２４条の

４０第４項の規定による公示を除く。）。

�の２３～�の８ 省略

�の９ 法第２４条の３９第３項の規定による市町長からの要求の受

理に関すること

。

�の１０ 法第２４条の３９第４項の規定による市町長への結果の通知

に関すること

。

�の１１ 法第２４条の４０第５項の規定による違反の内容の市町長に

対する通知に関すること

。

�～�の２０ 省略

� 法第４６条第１項の規定による児童福祉施設の最低基準の実施

の監督に関すること（県及び２以上の社会福祉施設（社会福祉

法（昭和２６年法律第４５号）第６２条第１項に規定する社会福祉施

設（養護老人ホーム及び軽費老人ホームを除く。）並びに保育

所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童発達支援セ

ンター及び児童家庭支援センターに限る。以下この項において

同 じ。）を 設 置 す る 者（市 町 を 除 く。）に 係 る も の を 除

く。）。

�の２～� 省略

３ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２４号
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則（令和３年農林水産省・国土交通省令第６号。以下「省令」と

いう。）、農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則（令和３年農林水産省令第６９号）及び畜舎等の建築等及

び利用の特例に関する法律施行条例（令和４年愛媛県条例第１５号）に定めるもののほか、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律

（令和３年法律第３４号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（畜舎等の敷地と道路との関係の建築等認定の申請）

第２条 省令第４８条第２項の規定に基づく建築等の認定を受けようとする者は、畜舎等の敷地と道路との関係の建築等認定申請書（様式第

１号）の正本及び副本に、それぞれ省令別表第２に掲げる付近見取図、配置図、平面図、床面積求積図、２面以上の立面図及び２面以上

の断面図その他知事が必要と認める図書及び書面（以下「図書等」という。）を添えて、知事に提出しなければならない。

２ 知事は、省令第４８条第２項の規定に基づく建築等の認定をしたときは、畜舎等の敷地と道路との関係の建築等認定通知書（様式第２

号）に前項の申請書の副本及び当該副本に添付された図書等を添えて、申請者に通知するものとする。

３ 知事は、省令第４８条第２項の規定に基づく建築等の認定をしないときは、畜舎等の敷地と道路との関係の建築等不認定通知書（様式第

置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）に係る

ものを除く。）。

�の２２ 法第２１条の５の２８第３項（法第２４条の１９の２において準

用する場合を含む。）及び第２４条の４０第３項の規定による指定

障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定

障害児相談支援事業者に対する措置命令に関すること（２以上

の社会福祉施設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である

者に限る。）に係るものを除き、法第２１条の５の２８第４項（法

第２４条の１９の２において準用する場合を含む。）及び第２４条の

４０第４項の規定による公示を除く。）。

�の２３～�の８ 省略

�の９ 法第２４条の３９第３項の規定による市町長からの要求の受

理に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法

人（知事が所轄庁である者に限る。）に係るものを除く。）。

�の１０ 法第２４条の３９第４項の規定による市町長への結果の通知

に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人

（知事が所轄庁である者に限る。）に係るものを除く。）。

�の１１ 法第２４条の４０第５項の規定による違反の内容の市町長に

対する通知に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社

会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）に係るものを除

く。）。

�～�の２０ 省略

� 法第４６条第１項の規定による児童福祉施設の最低基準の実施

の監督に関すること（県及び２以上の社会福祉施設

を 設 置 す る 者（市 町 を 除 く。）に 係 る も の を 除

く。）。

�の２～� 省略

３ 省略
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３号）に第１項の申請書の副本及び当該副本に添付された図書等を添えて、申請者に通知するものとする。

（認定畜舎等の利用の状況の報告の日）

第３条 省令第９１条の規定により知事が定める日は、畜舎建築利用計画が認定された日の属する年度の翌年度から起算して５年目ごとの各

年度の４月末日とする。

（畜舎等の建築等又は利用の取りやめの申出）

第４条 認定計画実施者は、認定畜舎等の建築等又は利用を取りやめようとするときは、遅滞なく取りやめ申出書（様式第４号）に、当該

認定畜舎等について法、省令及びこの規則の規定に基づき交付を受けた認定及び認可に係る通知書を添えて、知事に提出しなければなら

ない。

（書類の経由）

第５条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、畜舎等の所在地を管轄する家畜保健衛生所長を経由しなければならな

い。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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様式第１号（第２条関係） 畜舎等の敷地と道路との関係の建築等認定申請書
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様式第２号（第２条関係） 畜舎等の敷地と道路との関係の建築等認定通知書
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様式第３号（第２条関係） 畜舎等の敷地と道路との関係の建築等不認定通知書
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様式第４号（第４条関係） 取りやめ申出書
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告 示

�愛媛県告示第３５０号
不当景品類及び不当表示防止法に基づく立入検査等従事職員の身

分証明書（昭和４７年１２月愛媛県告示第１１７３号）は、廃止する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３５１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３５２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

東温市井内字モリノキ乙４９６の４、乙４９６の５

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び東温

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５３号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西条市小松町大郷字土井ヶ谷乙１７の１（次の図に示す部分に限

る。）、乙１７の２、乙１８、乙１９の２、乙１９の４から乙１９の６まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字土井ヶ谷乙１７の２・乙１８・乙１９の２・乙１９の５・乙１９の

６（以上５筆について、次の図に示す部分に限る。）、乙１７

の１

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３５４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘和口８４７の２（次の図に示す部分に限る。）、

８７６の２

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第３５５号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�１ 解除予定保安林の所在場所

新居浜市種子川山字樋ノ口乙１３４の１（次の図に示す部分に

限る。）、種子川乙３６０の１・乙３６０の７（以上２筆について次

の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

送電変電施設用地とするため

�１ 解除予定保安林の所在場所

新居浜市立川町５８３の１１（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

送電変電施設用地とするため

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

四国中央病院 四国中央市川之江町２２３３ 公立学校共済組
合

令和７年
３月２５日
まで
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�������
�愛媛県告示第３５７号
愛媛県内水面漁場管理委員会指示第２３号に基づき、コイがコイヘ

ルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると認めら

れた県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面の範囲を

次のとおり定める。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 四国中央市の藤谷池及び二級河川川茂川水系川茂川の本支流並

びにこれらと連接して一体を成す内水面

２ 二級河川渦井川水系渦井川の本支流及びこれと連接して一体を

成す内水面

３ 御舟川雨水幹線、観音水雨水幹線及び新川雨水幹線並びにこれ

らと連接して一体を成す内水面

４ 西条市北条１４０７番１地先の遊水池並びに二級河川崩口川水系崩

口川及び二級河川一ツ橋川水系一ツ橋川の本支流並びにこれらと

連接して一体を成す内水面

５ 二級河川大曲川水系大曲川及び二級河川新川水系新川の本支流

並びにこれらと連接して一体を成す内水面

６ 鹿野川ダムから下流の一級河川肱川水系肱川の本支流及びこれ

と連接して一体を成す内水面

７ 愛媛県と高知県の県境から上流の一級河川渡川水系広見川、目

黒川及び家地川の本支流並びにこれらと連接して一体を成す内水

面

８ 二級河川来村川水系来村川及び二級河川神田川水系神田川の本

支流並びにこれらと連接して一体を成す内水面

９ 宇和島市の二級河川本谷川水系本谷川の本支流及びこれと連接

して一体を成す内水面

�������
�愛媛県告示第３５８号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、県営住宅の家賃の収納の事務を次のとおり委託した。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 委託した事務の範囲及び内容

県営住宅家賃のうち、県営住宅を退去した者に係る滞納家賃の

収納の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

ニッテレ債権回収株式会社

東京都港区芝浦三丁目１６番２０号

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第３５９号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、県営住宅の家賃及び県営住宅駐車場使用料の収納の事務を

次のとおり委託した。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 委託した事務の範囲及び内容

県営住宅家賃のうち、愛媛県中予地方局管内の県営住宅の家賃

及び県営住宅駐車場使用料の収納の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

愛媛県営住宅管理グループ

代表者 株式会社第一ビルサービス

構成員 新日本建設株式会社

広島市中区大手町五丁目３番１２号

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第３６０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和４年４月１日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

新居浜市菊本町一丁目１０番１号

３ 特定施設に関する事項

� Ｚ－４５９０ ジェットスクラバー

�愛媛県告示第３５６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６９条第１項の規定に基づき令和４年４月１日次のように区画漁業を免許した。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

宇区第１９１号 松山市二番町四丁目６番地２
愛媛県漁業協同組合

令和３年１２月２８日付け愛媛県
告示第１４６５号のとおり

令和４年４月１日から
令和６年３月３１日まで

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３３号 リ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 排ガス処理量１日当たり４，３２０ノルマル
立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手８か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに
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� Ｚ－４５５０ 局排スクラバー

� Ｚ－４９４０ ベンチュリースクラバー

� Ｋ－４６０９ トレイ洗浄機�３

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０．０～１２．０

最大 ９．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １

最大 ２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ４８

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）に送液する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号 リ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 排ガス処理量１日当たり９６，０００ノルマル
立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手８か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０．０～１２．０

最大 ９．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２２８

最大 ２６６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３５

最大 ４８

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）に送液する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号 リ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 排ガス処理量１日当たり１０，８００ノルマル
立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手８か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３．０～７．０

最大 ３．０～７．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２５

最大 １，２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０

最大 ６０

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）に送液する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号 ロ 水洗施設

特 定 施 設 の 能 力 トレイ処理量１日当たり１，７００枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手８か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１総合排水処理施設

� �３総合排水処理施設

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４８

最大 ９６

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）に送液する。

設 置 年 月 日 昭和５３年８月３１日

処 理 施 設 の 種 類 沈降分離処理

処 理 施 設 の 型 式 沈降分離処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

集水槽：縦１０メートル
横１０メートル
高さ ５メートル

沈降槽：縦２００メートル
横１０メートル
高さ２．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降分離処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２．５

最大 ２０．０

通常 １２．５

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ５０．０

通常 １５．０

最大 ５０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．０

最大 ３５．０

通常 ４．０

最大 ３５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０４

最大 １５．００

通常 １．０４

最大 １５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２，４５４

最大 ２９，５３７

通常 ２２，４５４

最大 ２９，５３７

備考 汚水等は、�１排水口より排水する。

設 置 年 月 日 昭和４９年６月１日

処 理 施 設 の 種 類 沈降分離処理、中和処理

処 理 施 設 の 型 式 沈降分離処理、中和処理

処 理 施 設 の 構 造 土堰堤型式

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
中和槽：縦４８メートル 横６０メートル

深さ２．２メートル
沈降槽：縦９５メートル 横６０メートル

深さ ２メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降・中和処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４．０

最大 ２０．０

通常 １４．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ５００

通常 ３３．０

最大 ５０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．２

最大 ３５．０

通常 ２．２

最大 ３５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０１

最大 １５．００

通常 １．０１

最大 １５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７，３９２

最大 ４０，９８８

通常 ３７，３９２

最大 ４０，９８８

備考 汚水等は、�３排水口より排水する。
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

� �３排水口

�������
�愛媛県告示第３６１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

令和４年４月１日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

新居浜市菊本町一丁目１０番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第７４

号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の量及び

排出水の汚染状態

５ 特定施設に関する事項

�１総合排水処理施設

６ 汚水等の処理施設に関する事項

�１総合排水処理施設

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２．５

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ５０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．０

最大 ３５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０４

最大 １５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２，４５４

最大 ２９，５３７

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ５０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．２

最大 ３５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 １５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７，３９２

最大 ４０，９８８

備考 この他に、雨水排水口が１８箇所ある。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２．８

最大 ２０．０

通常 １２．５

最大 ２０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．１

最大 ３５．０

通常 ４．０

最大 ３５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０３

最大 １５．００

通常 １．０４

最大 １５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２１，４６４

最大 ２８，５４７

通常 ２２，４５４

最大 ２９，５３７

備考 処理後、�１排水口より放流する。

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
１２．８
最大
２０．０

通常
１２．８
最大
２０．０

通常
１２．５
最大
２０．０

通常
１２．５
最大
２０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４．１
最大
３５．０

通常
４．１
最大
３５．０

通常
４．０
最大
３５．０

通常
４．０
最大
３５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１．０３
最大
１５．００

通常
１．０３
最大
１５．００

通常
１．０４
最大
１５．００

通常
１．０４
最大
１５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
２１，４６４
最大
２８，５４７

通常
２１，４６４
最大
２８，５４７

通常
２２，４５４
最大
２９，５３７

通常
２２，４５４
最大
２９，５３７

備考 汚水等は、�１排水口より排水する。
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�愛媛県告示第３６２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

令和４年４月１日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第３６３号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和４年４月１日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第３６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

変 更 前 変 更 後

汚水等の汚

染状態の値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２．８

最大 ２０．０

通常 １２．５

最大 ２０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．１

最大 ３５．０

通常 ４．０

最大 ３５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０３

最大 １５．００

通常 １．０４

最大 １５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２１，４６４

最大 ２８，５４７

通常 ２２，４５４

最大 ２９，５３７

備考 この他に、雨水排水口が１８箇所ある。

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３５０００２６ 社会福祉法人 松前町
社会福祉協議会

愛媛県伊予郡松前町大
字筒井７１０番地１ 喜 安 光 男 行動援護 松前社協ヘルパーステ

ーションみどり
愛媛県伊予郡松前町大
字筒井７１０番地１

令和４年
３月３１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８２１５００２８１ 特定非営利活動法人と
んとこ

愛媛県東温市松瀬川７８５
番地 高須賀 功 共同生活援助 とんとこの里 愛媛県東温市南方４５４

番地
令和４年
４月１日

３８１３４００１１０ 特定非営利活動法人パ
ステルくらぶ

愛媛県上浮穴郡�万高
原町�万３２４番地 白 川 京 子 短期入所 短期入所 パステルみ

んなの家
愛媛県上浮穴郡�万高
原町�万３２４番地

令和４年
４月１日

３８２３４０００５０ 特定非営利活動法人パ
ステルくらぶ

愛媛県上浮穴郡�万高
原町�万３２４番地 白 川 京 子 共同生活援助 パステルみんなの家 愛媛県上浮穴郡�万高

原町�万３２４番地
令和４年
４月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
伊予郡砥部町万年４７４番から

同町川登３２３３番２まで

旧 ４．６～１４．１
７．０～２２．８

１．５５１
１．６１４

新 ４．９～１２．３
７．０～２２．８

０．３１４
１．６１４
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�愛媛県告示第３６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年４月１日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第３６９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年４月１日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大平砥部線

伊予郡砥部町大南６９４番地先から
同町大南４７２番３まで

及 び
伊予郡砥部町大南６９４番地先から
同町大南１９９番地先まで

旧 ９．３～４９．５
５．０～２２．０

０．１３０
０．１７９

新 ９．３～４９．５ ０．１３０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 砥部伊予松山線
伊予郡砥部町大南６９２番地先から

同町大南３３２番１地先まで

旧

一部延長

新 ５．０～５．６ ０．０３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 砥部伊予松山線
伊予郡砥部町大南６９２番地先から

同町大南３３２番１地先まで
令和４年４月１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３中局建（開）第４０号

令和４年３月２３日

伊予郡砥部町拾町１５２番、１６６番１、１６６番２、１６６番３、１６６番４、１６６番５、
１６６番６、１６６番７、１６６番８、１６６番９、１６６番１０、１６６番１１、１６６番１２、１６６
番１３、１６６番１４、１６６番１５、１６６番１６、１６６番１７、１６６番１８、１６６番１９、１６６番
２０、１６６番２１、１６６番２２、１６６番２３、１６６番２４、１５２番地先里道、１６６番１地先
里道・水路

松山市井門町３７３番地１

株式会社上浮穴産業

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３中局建（開）第４１号

令和４年３月２３日
伊予郡松前町大字北黒田字石山１８７番１、１８７番５、１８７番６

大阪市中央区今橋二丁目５番８号

株式会社ＮＴＴ西日本アセット・プラン

ニング
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�愛媛県告示第３７３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、指定した指定道路を次のように変更した。

令和４年４月１日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 変更年月日

令和４年３月２３日

３ 指定道路の位置

� 変更前 西予市宇和町卯之町一丁目６０２番１の一部、６０２番３

の一部、６０４番の一部、６０５番１の一部

� 変更後 西予市宇和町卯之町一丁目６００番１１、６１０番２の一部、

６１０番４の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 変更前

ア 延長 ６４．６１メートル

イ 幅員 ６．００メートル

� 変更後

ア 延長 ８２．２７メートル

イ 幅員 ６．００メートル

�愛媛県告示第３７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７４号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村柳谷線
上浮穴郡�万高原町西谷字中�保６０７２番から

同町西谷字中�保６０６５番１まで
令和４年４月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線

上浮穴郡�万高原町西谷６０５４番１から

同町西谷６０６４番２まで
旧 ２８．１～３２．０ ０．０２０

上浮穴郡�万高原町西谷６０５４番１から

同町西谷６０６４番３まで
新 ４１．３～５４．２ ０．０２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猪伏西谷線
上浮穴郡�万高原町西谷字高野９４６６番２から

同町西谷字高野９４７８番３まで
令和４年４月１日
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訓 令

�愛媛県告示第３７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第４号
庁中一般

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令

愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線

西予市野村町予子林６９８０番２から

同町予子林６９８０番２まで
旧 １０．７～１８．４ ０．０５４

西予市野村町予子林６９８０番２から

同町予子林６９８０番２まで
新 １３．１～３７．５ ０．０５４

〃 〃

西予市野村町予子林６４４６番８から

同町予子林６４４６番８まで
旧 ４．４～６．０ ０．０１４

西予市野村町予子林６４４６番８から

同町予子林６４４６番８まで
新 ６．０～７．４ ０．０１４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線

西予市野村町予子林６９８０番２から

同町予子林６９８０番２まで
令和４年４月１日

西予市野村町予子林６４４６番８から

同町予子林６４４６番８まで

改 正 後 改 正 前

第３条の２ 省略

（営業統括部長）

第３条の３ 営業統括部長は、知事の命を受け、営業本部の事務を

統括するとともに、県産品の流通・販売対策、企業立地、誘客促

進等の営業に関する業務を行う。

第３条の４ 省略

第３条の５ 省略

（秘書広報統括監）

第３条の６ 秘書広報統括監は、知事の命を受け、知事及び副知事

の秘書事務並びに広報及び広聴に関する事務の統括に関する業務

を行う。

（営業副本部長）

第４条の２ 営業副本部長は、営業本部長及び営業統括部長を補佐

し、営業本部内の調整を行うとともに、上司の命を受け、県産品

の流通・販売対策、企業立地、誘客促進等の営業に関する業務を

行う。

第３条の２ 省略

第３条の３ 省略

第３条の４ 省略

（営業副本部長）

第４条の２ 営業副本部長は、営業本部長 を補佐

し、営業本部内の調整を行うとともに、上司の命を受け、県産品

の流通・販売対策、企業立地、誘客促進等の営業に関する業務を

行う。

（秘書広報統括監）

第４条の３ 秘書広報統括監は、知事の命を受け、知事及び副知事
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第５号
庁中一般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（課長等）

第１０条 省略

２ 省略

３ サイクリング誘客推進監は、上司の命を受け、特命事項を処理

するとともに、サイクリングによる交流人口の拡大及び誘客促進

に関する業務を行う。

４～９ 省略

（決裁、専決及び代決）

第３５条 省略

２ 部長、局長 、課長（室長を含む。）

及び特に指定された者は、別に定めるところにより、事務を専

決し、又は代決することができる。

の秘書事務並びに広報及び広聴に関する事務の統括に関する業務

を行う。

（課長等）

第１０条 省略

２ 省略

３ サイクリング普及調整監は、上司の命を受け、特命事項を処理

するとともに、自転車新文化の普及及び拡大

に関する業務を行う。

４～９ 省略

（決裁、専決及び代決）

第３５条 省略

２ 部長、局長、技術監、課長（室長を含む。）、原子力安全対策

推進監、感染症対策調整監、水資源・ダム政策監、高速道路推進

監及び特に指定された者は、別に定めるところにより、事務を専

決し、又は代決することができる。

改 正 後 改 正 前

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長、営業統括部長、防災安全統括部長、秘書広報統

括監、局長、営業副本部長、出納局長、課長、室長、営業本部

マネージャー、原子力安全対策推進監、感染症対策調整監、水

資源・ダム政策監、高速道路推進監、出納員（出納局会計課長

及び審査課長並びに出納局の主幹（担任事務に限る。）に限

る。以下同じ。）又は主幹（担任事務に限る。）、課長補佐若

しくは検査班長（担任事務に限る。）（以下「主幹等」とい

う。）が、常時、知事（出納員にあつては、会計管理者）に代

わつて特に定められた範囲の事務の処理について意思の決定を

行うことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長、営業本部長 、防災安全統括部長

、局長、営業副本部長、出納局長、課長、室長、営業本部

マネージャー、原子力安全対策推進監、感染症対策調整監、水

資源・ダム政策監、高速道路推進監、出納員（出納局会計課長

及び審査課長並びに出納局の主幹（担任事務に限る。）に限

る。以下同じ。）又は主幹（担任事務に限る。）、課長補佐若

しくは検査班長（担任事務に限る。）（以下「主幹等」とい

う。）が、常時、知事（出納員にあつては、会計管理者）に代

わつて特に定められた範囲の事務の処理について意思の決定を

行うことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 決裁者
代決者

区分 決裁者
代決者

第１次代決者 第２次代決者 第１次代決者 第２次代決者

知事の

権限に

属する

省略 知事の

権限に

属する

省略

営業統

括部長

省略 営業本

部長

省略
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事務 防災安

全統括

部長

省略 事務 防災安

全統括

部長

省略

秘書広

報統括

監

政策企画局長

省略 省略

省略 省略

２ 省略

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

２ 省略

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

１～５

省略

１～５

省略

６ 組織

及び人

事管理

に関す

る事務

１～７ 省略 ６ 組織

及び人

事管理

に関す

る事務

１～７ 省略

８ 職員

の営利企業等の

従事許可等に関すること（地方

公務員法第３８条第１項、教育公

務員特例法第１７条第１項、第３０

条）

８ 部長及びこれに相当する職に

ある者以外の者の営利企業等の

従事許可等に関すること（地方

公務員法第３８条第１項、教育公

務員特例法第１７条第１項、第３０

条）

○

� 部長及びこれに相当する職

にある者に係るもの

○

� �以外のもの ○

９ 職員

の非常勤の消防

団員との兼職の承認に関するこ

と（消防団を中核とした地域防

災力の充実強化に関する法律第

１０条第１項）。

９ 部長及びこれに相当する職に

ある者以外の者の非常勤の消防

団員との兼職の承認に関するこ

と（消防団を中核とした地域防

災力の充実強化に関する法律第

１０条第１項）。

○

� 部長及びこれに相当する職

にある者に係るもの

○

� �以外のもの ○

１０～１９ 省略 １０～１９ 省略

７～２７

省略

７～２７

省略

備考 １ 省略

２ 営業副本部長、営業本部マネージャー、営業主幹、

すご味係長又はすごモノ係長の職にある者の服務に関

する事務に係るこの表６の部５の項�及び６の項の規

定の適用については、同表決裁区分の欄中「部長」と

あるのは、「営業統括部長」とする。

３ 省略

４ 営業副本部長、営業本部マネージャー、営業主幹、

すご味係長又はすごモノ係長の職にある者の営利企業

等の従事許可等に関する事務に係るこの表６の部８の

備考 １ 省略

２ 営業副本部長、営業本部マネージャー、営業主幹、

すご味係長又はすごモノ係長の職にある者の服務に関

する事務に係るこの表６の部５の項�及び６の項の規

定の適用については、同表決裁区分の欄中「部長」と

あるのは、「営業本部長 」とする。

３ 省略

４ 営業副本部長、営業本部マネージャー、営業主幹、

すご味係長又はすごモノ係長の職にある者の営利企業

等の従事許可等に関する事務に係るこの表６の部８の
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項�及び非常勤の消防団員との兼職の承認に関する事

務に係る同部９の項�の規定の適用については、同表

決裁区分の欄中「部長」とあるのは、「経済労働部

長」とする。

５ 企画振興部政策企画局秘書課及び広報広聴課に属す

る事務並びに県民環境部防災局に属する事務に係る次

に掲げるこの表の規定の適用については、企画振興部

政策企画局秘書課及び広報広聴課に属する事務にあつ

ては同表決裁区分の欄中「部長」とあるのは「秘書広

報統括監」と、県民環境部防災局に属する事務にあつ

ては同欄中「部長」とあるのは「防災安全統括部長」

とする。

�～� 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

項 及び非常勤の消防団員との兼職の承認に関する事

務に係る同部９の項 の規定の適用については、同表

決裁区分の欄中「部長」とあるのは、「経済労働部

長」とする。

５ 秘書広報統括監の職にある者の服務に関する事務等

に係るこの表６の部５の項�、６の項、８の項及び９

の項の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは、「企画振興部長」とする。

６

県民環境部防災局に属する事務に係る次

に掲げるこの表の規定の適用については、

同表決裁区分の欄中「部長」とあるのは、

「防災安全統括部長」

とする。

�～� 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

人

事

課

１～３

省略

人

事

課

１～３

省略

４ 服務

に関す

る事務

４ 服務

に関す

る事務

１ 部長及びこれに相当する職

にある者の営利企業等の従事

許可等に関すること（地公法

第３８条第１項）。

○

１ 省略 ２ 省略

３ 部長及びこれに相当する職

にある者の非常勤の消防団員

との兼職の承認に関すること

（消防団を中核とした地域防

災力の充実強化に関する法律

第１０条第１項）。

○

２ 省略 ４ 省略

３ 省略 ５ 省略

４ 省略 ６ 省略

５～８

省略

５～８

省略

９ 行政

管理に

関する

事務

１ 事務事業の進行管理

及び効果測定に関するこ

と。

○ ９ 行政

管理に

関する

事務

１ 事務事業の進行管理、管理

改善及び効果測定に関するこ

と。

○

１０ 省略 １０ 省略
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

市

町

振

興

課

１ 地方

自治法

の施行

に関す

る事務

１ 許認可等に関すること。 市

町

振

興

課

１ 地方

自治法

の施行

に関す

る事務

１ 許認可等に関すること。

� 中核市 の指定に係る同

意（第２５２条 の２４第２項

）

○ � 中核市等の指定に係る同

意（第２５２条 の２４第２項、

第２５２条の２６の４）

○

�～� 省略 �～� 省略

� 一部事務組合の規約の変

更の届出の受理（第２８６条

第２項）

○

� 一部事務組合の解散の届

出の受理（第２８８条）

○

� 省略 � 省略

� 広域連合の規約の変更の

届出の処理（第２９１条の３

第３項、第５項）

○

� 広域連合が新たに事務を

処理することとされたとき

（変 更 さ れ た と き を 含

む。）の規約の変更の届出

の 処 理（第２９１条 の３第４

項、第５項）

○

� 省略 	 省略

� 省略 
 省略

２ 省略 ２ 省略

３ 勧告、命令、選任等に関す

ること。

３ 勧告、命令、選任等に関す

ること。

� 協議会設置等の勧告（第

２５２条 の２の２第４項、第

２５２条の７第３項、第２５２条

の１４第３項、第２５２条 の１６

の２第３項）

○ � 協議会設置等の勧告（第

２５２条 の２第４項 、第

２５２条の７第３項、第２５２条

の１４第３項

）

○

�～� 省略 �～� 省略

４～６ 省略 ４～６ 省略

２～１７

省略

２～１７

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

行

革

分

権

課

１～６

省略

行

革

分

権

課

１～６

省略
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７ 行政

管理に

関する

事務

１ 事務事業の改善に関するこ

と。

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

総

合

政

策

課

１～３

省略

総

合

政

策

課

１～３

省略

４ 棚田

地域振

興法の

施行に

関する

事務

１ 都道府県棚田地域振興計画

の作成（第６条第１項、第７

項）

○

２ 都道府県棚田地域振興計画

の作成及び変更に関する関係

市町の意見聴取（第６条第４

項、第８項）

○

３ 都道府県棚田地域振興計画

の変更（第６条第７項、第８

項）

○

４ 指定棚田地域の指定及び解

除に係る関係市町との協議

（第７条第２項、第６項）

○

５ 指定棚田地域の指定の解除

に係る意見の具申（第７条第

７項）

○

６ 指定棚田地域振興活動計画

の作成及び変更についての協

議（第８条第５項、第６項）

○

５ 省略 ４ 省略

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

地

域

政

策

課

１～１０

省略

地

域

政

策

課

１～１０

省略

１１ 総合

交通対

１ 総合交通対策の総合企画、

総合調整及び推進

○
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策の総

合 企

画、総

合調整

及び推

進に関

する事

務

２ 総合交通計画の策定 ○

１２ 太平

洋新国

土軸構

想の推

進に関

する事

務

１ 太平洋新国土軸構想の推進 ○

２ 豊予海峡ルートの建設推進 ○

１３ 鉄

道、海

上交通

運輸そ

の他交

通運輸

に関す

る事務

１ 新幹線鉄道の推進及び鉄道

網の整備推進

○

２ 海上交通運輸その他交通運

輸に関すること。

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

交

通

政

策

室

１ 総合

交通対

策の総

合 企

画、総

合調整

及び推

進に関

する事

務

１ 総合交通対策の総合企画、

総合調整及び推進

○

２ 総合交通計画の策定 ○

２ 太平

洋新国

土軸構

想の推

進に関

する事

務

１ 太平洋新国土軸構想の推進 ○

２ 豊予海峡ルートの建設推進 ○

３ 鉄

道、海

上交通

運輸そ

の他交

１ 新幹線鉄道の推進及び鉄道

網の整備推進

○

２ 海上交通運輸その他交通運

輸に関すること。

○
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通運輸

に関す

る事務

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

秘

書

広

報

統

括

監

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

秘

書

課

１ 省略 秘

書

課

１ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

秘

書

広

報

統

括

監

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

広

報

広

聴

課

１～９

省略

広

報

広

聴

課

１～９

省略

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する観光スポーツ文化部関係事務に係

る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する観光スポーツ文化部関係事務に係

る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

オ

リ

パ

ラ

推

進

室

１ 東京

オリン

ピック

競技大

会及び

東京パ

ラリン

ピック

競技大

会に関

する事

務

１ 東京オリンピック競技大会

及び東京パラリンピック競技

大会に関すること。

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○
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別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

防

災

安

全

統

括

部

長

局

長

課

長

防

災

安

全

統

括

部

長

局

長

課

長

防

災

危

機

管

理

課

１ 災害

対策基

本法の

施行に

関する

事 務

（他の

主管に

属する

ものを

除

く。）

１・２ 省略 防

災

危

機

管

理

課

１ 災害

対策基

本法の

施行に

関する

事 務

（他の

主管に

属する

ものを

除

く。）

１・２ 省略

３ 市町防災会議を設置しない

こととした旨の報告に係る助

言及び勧告（第１６条第５項）

○

４ 省略 ３ 省略

５ 省略 ４ 省略

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略

１３ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る助言及び勧告

（第４２条第６項、第４４条第３

項）

○

１４ 省略 １２ 省略

１５ 省略 １３ 省略

１６ 省略 １４ 省略

１７ 省略 １５ 省略

１８ 省略 １６ 省略

１９ 省略 １７ 省略

２０ 省略 １８ 省略

２１ 都道府県外広域避難の協議

（第６１条の５第２項、第３

項）

○

２２ 関係市町長との要避難者の

受入れの協議（第６１条の５第

４項）

○

２３ 市町長に対する広域避難の

助言（第６１条の７第１項）

○

２４ 内閣総理大臣に対する広域

避難等の助言の要求（第６１条

の７第２項）

○
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２５ 指定公共機関等に対する居

住者等の運送の要請（第６１条

の８第１項）

○

２６ 指定公共機関等に対する居

住者等の運送の指示（第６１条

の８第２項）

○

２７ 省略 １９ 省略

２８ 省略 ２０ 省略

２９ 省略 ２１ 省略

３０ 省略 ２２ 省略

３１ 省略 ２３ 省略

３２ 省略 ２４ 省略

３３ 省略 ２５ 省略

３４ 省略 ２６ 省略

３５ 省略 ２７ 省略

３６ 省略 ２８ 省略

３７ 省略 ２９ 省略

３８ 省略 ３０ 省略

３９ 都道府県外広域一時滞在の

協議（第８６条の９第２項、第

３項、第８６条の１１）

○ ３１ 都道府県外広域一時滞在の

協議（第８６条の９第２項

、第８６条の１１）

○

４０ 関係市町長との被災住民の

受入れの協議（第８６条の９第

４項）

○ ３２ 関係市町長との

協議（第８６条の９第

４項）

○

４１ 省略 ３３ 省略

４２ 省略 ３４ 省略

４３ 内閣総理大臣に対する広域

一時滞在等の助言の要求（第

８６条の１２第２項）

○ ３５ 内閣総理大臣に対する広域

一時滞在 の助言の要求（第

８６条の１２第２項）

○

４４ 省略 ３６ 省略

４５ 省略 ３７ 省略

４６ 省略 ３８ 省略

４７ 省略 ３９ 省略

４８ 省略 ４０ 省略

４９ 省略 ４１ 省略

５０ 省略 ４２ 省略

５１ 省略 ４３ 省略

５２ 省略 ４４ 省略

２・３

省略

２・３

省略

４ 武力

攻撃事

態等に

おける

国民の

保護の

ための

１ 国民の保護のための措置の

実施に関すること。

４ 武力

攻撃事

態等に

おける

国民の

保護の

ための

１ 国民の保護のための措置の

実施に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 指定行政機関の長等に対

する職員の派遣の要請等

（第１５１条第１項、第２

項）

○ � 指定行政機関の長等に対

する職員の派遣の要請

（第１５１条第１項、第２

項）

○



愛 媛 県 報令和４年４月１日 第２９５号

２９９

措置に

関する

法律の

施行に

関する

事務

� 総務大臣に対する職員の

派遣のあつせんの要請等

（第１５１条第２項、第１５２

条）

○ 措置に

関する

法律の

施行に

関する

事務

� 総務大臣に対する職員の

派遣のあつせんの要請

（第１５１条第２項、第１５２

条）

○

２ 省略 ２ 省略

３ 国民の保護に関する計画に

関すること。

３ 国民の保護に関する計画に

関すること。

�・� 省略 �・� 省略

� 市町の計画の作成及び変

更に係る協議 （第３５条第

５項、第８項）

○ � 市町の計画の作成及び変

更に係る協議等（第３５条第

５項、第８項）

○

４ 緊急対処保護措置の実施に

関すること。

４ 緊急対処保護措置の実施に

関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 指定行政機関の長等に対

する職員の派遣の要請等

（第１５１条第１項、第２

項、第１８３条）

○ � 指定行政機関の長等に対

する職員の派遣の要請

（第１５１条第１項、第２

項、第１８３条）

○

� 総務大臣に対する職員の

派遣のあつせんの要請等

（第１５１条第２項、第１５２

条、第１８３条）

○ � 総務大臣に対する職員の

派遣のあつせんの要請

（第１５１条第２項、第１５２

条、第１８３条）

○

５ 省略 ５ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

防

災

安

全

統

括

部

長

局

長

課

長

防

災

安

全

統

括

部

長

局

長

課

長

原

子

力

安

全

対

策

課

１ 災害

対策基

本法の

施行に

関する

事 務

（原子

力災害

に係る

ものに

限

る。）

１ 指定地方公共機関の指定

（第２条第６号）

○ 原

子

力

安

全

対

策

課

１ 災害

対策基

本法の

施行に

関する

事 務

（原子

力災害

に係る

ものに

限

る。）

２ 省略 １ 省略

３ 省略 ２ 省略

４ 省略 ３ 省略

５ 内閣総理大臣に対する指定

行政機関等の職員の派遣のあ

つせんの要求に係る協議（第

２９条第３項、第３０条第３項）

○ ４ 内閣総理大臣に対する指定

行政機関等の職員の派遣のあ

つ せ ん の 要 求（第３０条 第１

項、第２項 ）

○

６ 内閣総理大臣に対する指定

行政機関等 の職員の派遣

のあつせんの要求（第３０条第

１項、第２項）

○ ５ 市町長等 に対する指定

地方行政機関等の職員の派遣

のあつせん （第３０条第

１項、第２項）

○
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７ 市町長等 に対する指定

地方行政機関等の職員の派遣

のあつせん（第３０条第１項、

第２項

）

○ ６ 内閣総理大臣に対する指定

行政機関等 の職員の派遣

のあつせんの要求に係る協議

（第２９条第３項、第３０条第３

項）

○

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略

１３ 緊急事態応急対策に関する

指示に係る要請（第５５条

）

○ １２ 緊急事態応急対策に関する

指示に係る要請（第５５条、原

子力災害対策特別措置法第２８

条第１項）

○

１４ 省略 １３ 省略

１５ 省略 １４ 省略

１６ 省略 １５ 省略

１７ 都道府県外広域避難の協議

（第６１条の５第２項、第３

項）

○

１８ 関係市町長との要避難者の

受入れの協議（第６１条の５第

４項）

○

１９ 市町長に対する広域避難の

助言（第６１条の７第１項）

○

２０ 内閣総理大臣に対する広域

避難等の助言の要求（第６１条

の７第２項）

○

２１ 指定公共機関等に対する居

住者等の運送の要請（第６１条

の８第１項）

○

２２ 指定公共機関等に対する居

住者等の運送の指示（第６１条

の８第２項）

○

２３ 省略 １６ 省略

２４ 原子力災害時における市町

の事務の受託等（第６９条

、政令第２８条）

○ １７ 原子力災害時における市町

の事務の受託等（第６９条、原

子力災害対策特別措置法第２８

条第１項、政令第２８条）

○

２５ 原子力緊急事態に係る応急

措置の実施（第７０条第１項

）

○ １８ 原子力緊急事態に係る応急

措置の実施（第７０条第１項、

原子力災害対策特別措置法第

２８条第２項）

○

２６ 省略 １９ 省略

２０ 従事命令等の決定（第７１条

第１項、第８１条第１項、政令

第２９条、第３４条第１項）

○

２７ 省略 ２１ 省略
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２８ 省略 ２２ 省略

２９ 省略 ２３ 省略

３０ 省略 ２４ 省略

３１ 原子力災害時における事務

の他の都道府県に対する委託

等（第７５条

、政

令第３１条）

○ ２５ 原子力災害時における事務

の他の都道府県に対する委託

等（第７５条、原子力災害対策

特別措置法第２８条第１項、政

令第３１条）

○

３２ 省略 ２６ 省略

３３ 都道府県外広域一時滞在の

協議（第８６条の９第２項、第

３項、第８６条の１１）

○ ２７ 都道府県外広域一時滞在の

協議（第８６条の９第２項

、第８６条の１１）

○

３４ 関係市町長との被災住民の

受入れの協議（第８６条の９第

４項）

○ ２８ 関係市町長との

協議（第８６条の９第

４項）

○

３５ 省略 ２９ 省略

３６ 省略 ３０ 省略

３７ 内閣総理大臣に対する広域

一時滞在等の助言の要求（第

８６条の１２第２項）

○ ３１ 内閣総理大臣に対する広域

一時滞在 の助言の要求（第

８６条の１２第２項）

○

３８ 省略 ３２ 省略

３９ 省略 ３３ 省略

４０ 省略 ３４ 省略

４１ 省略 ３５ 省略

４２ 省略 ３６ 省略

４３ 省略 ３７ 省略

４４ 省略 ３８ 省略

４５ 省略 ３９ 省略

４０ 緊急通行車両（緊急自動車

を除く。）の確認（政令第３３

条第１項、第２項）

○

２～５

省略

２～５

省略

備考 省略

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

保

健

福

祉

課

１～６

省略

保

健

福

祉

課

１～６

省略

７ 社会

福祉法

の施行

に関す

１ 社会福祉法人等に関するこ

と。

７ 社会

福祉法

の施行

に関す

１ 社会福祉法人 に関するこ

と。

� 定款の認可（第３１条第１

項）

○
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る事務 � 一時評議員等

の選任（第４２条第２項、第

４５条 の６第２項、第１４３条

第１項）

○ る事務 � 一時評議員及び一時役員

の選任（第４２条第２項、第

４５条の６第２項

）

○

� 評議員会の招集の許可

（第４５条の９第５項）

○

� 定款の変更の認可（第４５

条 の３６第２項、第１３９条 第

１項）

○ � 定款の変更の認可（第４５

条の３６第２項

）

○

� 定款変更の届出の受理

（第４５条の３６第４項）

○

� 省略 � 省略

� 解散の届出の受理（第４６

条第３項）

○

� 清算人の届出の受理（第

４６条の６第４項、第５項）

○

	 清算結了の届出の受理

（第４７条の５）

○


 合併の認可（第５０条第３

項、第５４条の６第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略  省略

� 社会福祉充実計画の変更

の承認（第５５条の３第１

項）

○

� 社会福祉充実計画の変更

の届出の受理（第５５条の３

第２項）

○

� 省略 � 省略

� 報告の徴収及び立入検査

（第５６条第１項、第１４４

条）

○ � 報告の徴収及び立入検査

（第５６条第１項

）

○

	 必要な措置の勧告（第５６

条第４項、第１４４条）

○ � 必要な措置の勧告（第５６

条第４項 ）

○


 勧告に従わない旨の公表

（第５６条第５項、第１４４

条）

○ � 勧告に従わない旨の公表

（第５６条第５項

）

○

� 勧告に係る措置の命令

（第５６条第６項）

○

� 業務の停止命令及び役員

の 解 職 勧 告（第５６条 第７

項、第９項）

○

� 省略 � 省略

� 公益事業又は収益事業の

停止命令（第５７条）

○

� 所轄庁等に対する意見の

具申（第５７条の２第１項、

第１４４条）

○ � 所轄庁 に対する意見の

具申（第５７条の２第１項

）

○
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� 関係都道府県知事等に対

する協力の要請（第５７条の

２第２項、第１４４条）

○ � 関係都道府県知事等に対

する協力の要請（第５７条の

２第２項 ）

○

� 助成（第５８条第１項） ○ � 助成等（第５８条 ） ○

� 計算書類等及び財産目録

等の届出の受理（第５９条）

○

� 省略 � 省略

２ 社会福祉事業に関するこ

と。

２ 社会福祉事業に関するこ

と。

� 社会福祉施設の設置及び

変更の許可（第６２条、第６３

条）

○

	 社会福祉事業の経営許可

（第６７条）

○

� 省略 
 省略

� 改善命令（第７１条） ○

� 許可の取消し等（第７２

条）

○

３ 省略 ３ 省略

４ 社会福祉主事に係る養成機

関及び講習会に関すること。

４ 社会福祉主事に係る養成機

関及び講習会に関すること。

� 省略 � 省略

	 変更の承認（社会福祉法

施行令（以下この項におい

て「政令」という。）第６

条第１項）

○


 変更の届出の受理（政令

第６条第２項）

○

� 報 告 の 受 理（政 令 第７

条）

○

� 報告の徴収（政令第８条

第１項）

○

 指 示（政 令 第８条 第２

項）

○

	 指定の取消し（社会福祉

法施行令第９条）

○ � 指定の取消し（政令

第９条）

○

８～１５

省略

８～１５

省略

１６ 障害

者の日

常生活

及び社

会生活

を総合

的に支

援する

ための

法律の

１ 障害福祉サービス事業（施

設 を 必 要 と す る も の に 限

る。）及び福祉ホームに関す

ること。

１６ 障害

者の日

常生活

及び社

会生活

を総合

的に支

援する

ための

法律の

１ 障害福祉サービス事業（施

設 を 必 要 と す る も の に 限

る。）及び福祉ホームに関す

ること。

� 省略 � 省略

	 事業の停止命令等（第８２

条第２項）

○

２ 指定事業者等及び指定相談

支援事業者に係る業務管理体

制の整備に関すること。
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施行に

関する

事務

施行に

関する

事務

� 報告の徴収及び立入検査

（第５１条の３第１項、第５１

条の３２第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

に係る市町長からの要求の

受理（第５１条の３２第３項）

○

� 勧告（第５１条の４第１

項、第５１条の３３第１項）

○

� 勧告に従わない旨の公表

（第５１条の４第２項、第５１

条の３３第２項）

○

� 措置命令（第５１条の４第

３項、第５１条の３３第３項）

○

１７ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 指定障害児事業者等、指定

障害児入所施設等及び指定障

害児相談支援事業者に係る業

務管理体制の整備に関するこ

と。

� 報告の徴収及び立入検査

（第２１条の５の２７第１項、

第２４条の１９の２、第２４条の

３９第１項）

○

� 勧告（第２１条の５の２８第

１項、第２４条の１９の２、第

２４条の４０第１項）

○

� 勧告に従わない旨の公表

（第２１条の５の２８第２項、

第２４条の１９の２、第２４条の

４０第２項）

○

１７ 省略 １８ 省略

１８ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１ 指定介護老人福祉施設に関

すること。

１９ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１ 指定介護老人福祉施設に関

すること。

� 居宅サービス等を行つた

者等に対する報告等の命令

及び質問（第２４条第１項）

○

� 被保険者等に対する報告

の命令等（第２４条第２項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第９０条第１項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 勧告に係る措置命令（第

９１条の２第３項、第４項）

○

２ 介護サービス事業者（社会

福祉法人である介護サービス

事業者に限る。）に係る業務

管理体制の整備に関するこ

と。
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� 報告の徴収及び立入検査

（第１１５条の３３第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

の 要 請（第１１５条 の３３第３

項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

の結果に係る他の都道府県

知事又は市町村長への通知

及び厚生労働大臣又は他の

都道府県知事からの通知の

受理（第１１５条の３３第４

項）

○

� 勧 告（第１１５条 の３４第１

項）

○

� 勧告に従わない旨の公表

（第１１５条の３４第２項）

○

� 措置命令（第１１５条の３４

第３項、第４項）

○

� 措置命令に係る公示（第

１１５条の３４第４項）

○

� 措置命令に違反した内容

に係る他の都道府県知事又

は市町村長への通知及び厚

生労働大臣又は他の都道府

県知事からの通知の受理

（第１１５条の３４第５項）

○

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

備考 この表２０の部の規定の適用については、同表決裁区分の

欄中「課長」とあるのは、「感染症対策調整監」とする。

備考 この表２１の部の規定の適用については、同表決裁区分の

欄中「課長」とあるのは、「感染症対策調整監」とする。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

薬

務

衛

生

課

１～１４

省略

薬

務

衛

生

課

１～１４

省略

１５ クリ

ーニン

グ業法

の施行

に関す

る事務

１５ クリ

ーニン

グ業法

の施行

に関す

る事務

１ クリーニング師の免許及び

登 録（第６条、第８条 第１

項）

○

１ 省略 ２ 省略

２ 省略 ３ 省略

３ 免許証の訂正（クリーニン

グ業法施行令第１条第２項）

○

４ 免許証の再交付（クリーニ

ング業法施行令第１条第３

項）

○ ４ クリーニング師の免許の取

消し（第１２条）

○

５ 他都道府県で受けた免許の

取消しの認定（クリーニング

業法施行令第２条）

○
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１６～２７

省略

１６～２７

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

障

が

い

福

祉

課

１～７

省略

障

が

い

福

祉

課

１～７

省略

８ 社会

福祉士

及び介

護福祉

士法の

施行に

関する

事務

１ 省略 ８ 社会

福祉士

及び介

護福祉

士法の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 特定行為業務の登録等の公

示（長寿介護課の所管に属す

るものを除く。）（第４８条の

８、附則第２７条第２項）

○ ２ 特定行為業務の登録等の公

示（長寿介護課の所管に属す

るものを除く。）（第４８条の

８、附則第２０条第２項）

○

３ 登録研修機関に関すること

（第３号研修に係るものに限

る。）。

３ 登録研修機関に関すること

（第３号研修に係るものに限

る。）。

� 登 録（附 則 第４条 第２

項）

○

� 登録の更新（附則第１６条

第１項）

○ � 登録の更新（附則第９条

第１項）

○

� 登録事項の変更の届出の

受理（附則第１１条）

○

� 業務規程の届出及び変更

届出の受理（附則第１２条第

１項）

○

� 業務の休廃止の届出の受

理（附則第１３条）

○

� 適合命令及び改善命令

（附則第２１条、第２２条）

○ � 適合命令及び改善命令

（附則第１４条、第１５条）

○

� 登録の取消し等（附則第

１６条）

○

� 公示（附則第２４条） ○ � 公示（附則第１７条） ○

	 報告の徴収及び立入検査

（第１９条、第２０条、附則第

１８条）

○

４ 認定特定行為業務従事者認

定証の交付事務の委託（第３

号研修に係るものに限る。）

（附則第１２条第１項）

○ ４ 認定特定行為業務従事者認

定証の交付事務の委託（第３

号研修に係るものに限る。）

（附則第５条第１項）

○

９～１１

省略

９～１１

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹
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長

寿

介

護

課

１～４

省略

長

寿

介

護

課

１～４

省略

５ 社会

福祉士

及び介

護福祉

士法の

施行に

関する

事務

１ 省略 ５ 社会

福祉士

及び介

護福祉

士法の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 特定行為業務の登録等の公

示（老人福祉法及び介護保険

法に規定する事業を行う事業

者に関するものに限る。）

（第４８条の８、附則第２７条第

２項）

○ ２ 特定行為業務の登録等の公

示（老人福祉法及び介護保険

法に規定する事業を行う事業

者に関するものに限る。）

（第４８条の８、附則第２０条第

２項）

○

３ 登録研修機関に関すること

（第１号研修及び第２号研修

に係るものに限る。）。

３ 登録研修機関に関すること

（第１号研修及び第２号研修

に係るものに限る。）。

� 登 録（附 則 第４条 第２

項）

○

� 登録の更新（附則第１６条

第１項）

○ � 登録の更新（附則第９条

第１項）

○

� 登録事項の変更の届出の

受理（附則第１１条）

○

� 業務規程の届出及び変更

届出の受理（附則第１２条第

１項）

○

� 業務の休廃止の届出の受

理（附則第１３条）

○

� 適合命令及び改善命令

（附則第２１条、第２２条）

○ � 適合命令及び改善命令

（附則第１４条、第１５条）

○

� 登録の取消し等（附則第

１６条）

○

� 公示（附則第２４条） ○ � 公示（附則第１７条） ○

	 報告の徴収及び立入検査

（第１９条、第２０条、附則第

１８条）

○

４ 認定特定行為業務従事者認

定証の交付事務の委託（第１

号研修及び第２号研修に係る

ものに限る。）（附則第１２条

第１項）

○ ４ 認定特定行為業務従事者認

定証の交付事務の委託（第１

号研修及び第２号研修に係る

ものに限る。）（附則第５条

第１項）

○

６～２６

省略

６～２６

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

室

長

ね

ん

り

ん

ピ

ッ

１ 省略 ね

ん

り

ん

ピ

ッ

１ 省略
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ク

推

進

課

ク

推

進

室

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

経

営

支

援

課

１～１２

省略

経

営

支

援

課

１～１２

省略

１３ 独立

行政法

人中小

企業基

盤整備

機構か

らの資

金借入

に関す

る事務

１ 中小企業高度化資金借入希

望状況報告（高度化事業に係

る都道府県に対する資金の貸

付けに関する準則（平成１６年

７月２９日付け規程１６第３０号。

以下この部において「機構準

則」と い う。）第１１条 第２

項、高度化事業に係る都道府

県に対する資金の貸付けに関

する細則（平成１６年７月２９日

付け要領１６第１２号。以下この

部において「機構細則」とい

う。）第３１条第２項）

○

２ 中小企業高度化資金の借入

申請（機構準則第１４条、第２２

条、第２９条）

○

３ 中小企業高度化資金の貸付

決定変更申請（機構準則第１６

条、第２４条、第３１条）

○

４ 中小企業高度化資金の事業

認定申請（機構準則第２０条）

○

５ 共同施設事業等の着工届

（機構準則第２８条）

○

６ 貸付等条件の変更申請（機

構準則第３６条第３項、第３７条

第４項、第３８条第５項、第３９

条第４項、第４０条第５項、機

構細則第３４条、第３６条、第３８

条、第４０条、第４２条）

○

７ 違約金の免除申請（機構準

則第４４条第２項、機構細則第

４９条）

○

８ 償還金の免除申請（機構準

則第４７条第３項、第４８条第３

項、第４８条の２第２項、機構

細則第５５条、第５９条、第６０条

の２）

○
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９ 徴収停止申請（機構準則第

４９条 第４項、機 構 細 則 第６１

条）

○

１４ 独立

行政法

人中小

企業基

盤整備

機構に

対する

貸付金

の貸付

けに関

する事

務

１ 貸付条件の変更（高度化事

業に係る都道府県からの資金

の借入れに関する取扱要領

（平成１６年１１月２４日付け要領

１６第８１号。以下この部におい

て「機構要領」という。）第

１３条第１項）

○

２ 貸付金の繰上げ償還の請求

（機構要領第１４条第２項）

○

３ 違約金等の免除（機構要領

第１６条）

○

４ 償還金等の免除（機構要領

第１８条第１項、第１９条第１

項、第１９条の２第１項、第２

項）

○

１３ 省略 １５ 省略

１４ 省略 １６ 省略

１５ 省略 １７ 省略

１６ 省略 １８ 省略

１７ 省略 １９ 省略

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

産

園

芸

課

１～９

省略

農

産

園

芸

課

１～９

省略

１０ 社団

法人愛

媛県園

芸振興

基金協

会（昭

和４７年

３月２７

日に社

団法人

愛媛県

加工原

料みか

ん価格

安定基

金協会

という

名称で

１ 業務対象年間の短縮の承認

（社団法人愛媛県園芸振興基

金協会業務方法書（以下この

部において「業務方法書」と

いう。））

○

２ 交付準備金残額の次期造成

額への充当の承認（業務方法

書）

○
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設立さ

れた法

人をい

う。）

に関す

る事務

１０ 野菜

生産出

荷安定

法の施

行に関

する事

務

１ 野菜指定産地の指定等に係

る 意 見 の 具 申（第４条 第４

項、第６条第３項、第７条第

２項）

○ １１ 野菜

生産出

荷安定

法の施

行に関

する事

務

１ 指定消費地域に対する出荷

の安定を図るための勧告（第

５９条）

○

２ 野菜指定産地の指定等の申

出（第５条、第６条第３項、

第７条第２項）

○ ２ 野菜指定産地の指定 の申

出（第５条

）

○

３ 生産出荷近代化計画の樹

立 及 び 変 更（第８条 第１

項、第６項、第９条）

○ ３ 生産出荷近代化計画の樹

立、変 更 及 び 公 表（第８

条 、第９条）

○

４ 生産出荷近代化計画の樹立

又は変更に関する関係市町等

の意見聴取（第８条第５項、

第９条第２項）

○

５ 出荷の安定を図るための勧

告（第１５条）

○

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

森

林

整

備

課

１～６

省略

森

林

整

備

課

１～６

省略

７ 愛媛

県山林

種苗需

給調整

要 綱

（昭和

４６年１２

月３日

制定）

の施行

に関す

る事務

１ 山行苗の需給計画の樹立

（第１２条）

○

２ 種苗の生産計画の樹立（第

４条）

○

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略
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１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

建

築

住

宅

課

１～９

省略

建

築

住

宅

課

１～９

省略

１０ マン

ション

の建替

え等の

円滑化

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 町に対する縦覧の要請（第

１１条第１項、第５項、第１７０

条第１項、第５項、第１８３条

第２項）

○ １０ マン

ション

の建替

え等の

円滑化

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ マンション建替組合に関す

ること。

２ 裁判所に対する意見の具申

等（第４１条の２第３項、第４

項、第１３８条、第１８７条）

○ � 設立の認可（第９条第１

項、第１４条第１項）

○

３ 総会等の招集（第９８条第５

項、第１６１条第５項、第２１４条

第５項）

○ � 事業計画の縦覧及び意見

書の処理（第１１条第１項か

ら第３項まで、第５項）

○

４ 解任の請求に係る投票の実

施（第９８条 第６項、第１６１条

第６項、第２１４条第６項）

○ � 理事長の氏名等の届出の

処理（第２５条第１項、第２

項）

○

５ センターに対する協力要請

（第１０１条第２項、第１６３条第

２項、第２１６条第２項）

○ � 定款等の変更の認可（第

１４条第１項、第３４条第１

項、第２項）

○

� 解散の認可（第３８条第４

項、第６項）

○

� 設立の認可の取消し（第

３８条第６項）

○

� 裁判所に対する意見の具

申等（第４１条の２第３項、

第４項）

○

� 決算報告書の承認（第４２

条）

○

２ 個人施行者のマンション建

替事業に関すること。

� 施行の認可（第４５条第１

項、第４９条第１項）

○

� 規準等の変更の認可（第

４９条第１項、第５０条第１

項、第２項）

○
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� 規約の認可（第５１条第３

項、第７項）

○

� 一般承継等の届出の処理

（第５１条第６項、第７項）

○

� 審査委員の選任の承認

（第５３条第１項）

○

� 廃止の認可（第４９条第１

項、第５４条第１項、第３

項）

○

３ 権利変換手続等に関するこ

と。

� 権利変換計画の認可及び

変 更 の 認 可（第５７条 第１

項、第６６条）

○

� 管理規約の認可（第９４条

第１項、第３項）

○

４ マンション建替事業の監督

に関すること。

� 報告の徴収等（第９７条第

１項）

○

� 措 置 命 令（第９７条 第２

項）

○

� 検査（第９８条第１項、第

２項）

○

� 組合のした処分の取消し

等（第９８条第３項）

○

� 組合の設立の認可の取消

し（第９８条第４項）

○

� 総会等の招集（第９８条第

５項）

○

� 解任の請求に係る投票の

実施（第９８条第６項）

○

� 議決等の取消し（第９８条

第７項）

○

	 個人施行者のした処分の

取消し（第９９条第１項）

○


 個人施行者の施行の認可

の取消し（第９９条第２項、

第３項）

○

５ 除却する必要のあるマンシ

ョンに係る特別の措置に関す

ること。

� 除却の必要性に係る認定

（第１０２条第１項、第３

項）

○

� 指導、助言及び指示（第

１０４条第１項、第２項）

○

� 指示に従わない場合の公

表（第１０４条第３項）

○
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� 買受計画の認定及び変更

の 認 定（第１０９条 第１項、

第１１１条第１項）

○

� 報告の徴収等（第１１４条

第１項、第２項）

○

� 勧告に従わない場合の公

表（第１１４条第３項）

○

６ マンション敷地売却組合に

関すること。

� 設立の認可（第１２０条第

１項、第１２３条第１項）

○

� 定款等の変更の認可（第

１３４条）

○

� 解散の認可（第１３７条第

４項、第５項）

○

� 設立の認可の取消し（第

１３７条第５項）

○

� 裁判所に対する意見の具

申等（第４１条の２第３項、

第４項、第１３８条）

○

� 決算報告書の承認（第４２

条、第１３８条）

○

� 分配金取得計画の認可

（第１４１条第１項）

○

７ マンション敷地売却事業の

監督に関すること。

� 報告の徴収等（第１６０条

第１項）

○

� 措置命令（第１６０条第２

項）

○

� 検 査（第１６１条 第１項、

第２項）

○

� 処分の取消し等（第１６１

条第３項）

○

� 設立の認可の取消し（第

１６１条第４項）

○

� 総会等の招集（第１６１条

第５項）

○

� 解任の請求に係る投票の

実施（第１６１条第６項）

○

� 議決等の取消し（第１６１

条第７項）

○

１１ マン

ション

の管理

の適正

化の推

進に関

する法

１ マンション管理適正化推進

計画に関すること。

� 作成及び変更（第３条の

２第１項、第５項）

○

� 関係地方公共団体等に対

する協力要請（第３条の２

第６項）

○
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第６号
庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（土木事務所各課の所掌事務）

第８条 地方局の土木事務所（以下「土木事務所」という。）各課

の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

省略

２ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の２７ 省略

�の２８ 障害者総合支援法第５１条の３第１項及び第５１条の３２第１

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る報告の徴収及び立入検査に関すること（２以上の社会福祉施

（土木事務所各課の所掌事務）

第８条 地方局の土木事務所（以下「土木事務所」という。）各課

の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

上島架橋建設課

� 上島架橋建設事業に関すること。

� その他工務に関すること。

省略

２ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の２７ 省略

�の２８ 障害者総合支援法第５１条の３第１項及び第５１条の３２第１

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る報告の徴収及び立入検査に関すること（２以上の社会福祉施

律の施

行に関

する事

務

２ 管理計画の認定等に関する

事務の委託（第５条の１２第１

項、第４項）

○

３ マンション管理適正化推進

行政事務の処理に関する町長

との協議（第１０４条の２第２

項）

○

１２ 省略 １１ 省略

１３ 省略 １２ 省略

１４ 省略 １３ 省略

１５ 省略 １４ 省略

１６ 省略 １５ 省略

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

１９ 省略 １８ 省略

２０ 省略 １９ 省略

２１ 省略 ２０ 省略

改 正 後 改 正 前
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設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）

である指定事業者等及び指定相談支援事業者に係るものを除

く。）。

�の２８の２ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定に

より読み替えて適用される障害者総合支援法第５１条の３第３項

及び第５１条の３２第３項の規定に基づく中核市の市長からの業務

管理体制の整備に関する報告の徴収等の権限の行使の要求の受

理に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法

人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業者等及び

指定相談支援事業者に係るものを除き、中予地方 局 に 限

る。）。

�の２８の３ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定に

より読み替えて適用される障害者総合支援法第５１条の３第４項

及び第５１条の３２第４項の規定に基づく業務管理体制の整備に関

する報告の徴収等の権限を行使した旨の中核市の市長への結果

の通知に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福

祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業者等

及び指定相談支援事業者に係るものを除き、中予地方局に限

る。）。

�の２９ 障害者総合支援法第５１条の４第１項及び第５１条の３３第１

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る勧告に関すること２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉

法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業者等及

び指定相談支援事業者に係るものを除く。） 。

�の３０ 障害者総合支援法第５１条の４第２項及び第５１条の３３第２

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る勧告に従わない旨の公表に関すること（２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）

である指定事業者等及び指定相談支援事業者に係るものを除

く。）。

�の３１ 障害者総合支援法第５１条の４第３項及び第５１条の３３第３

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る措置命令に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社

会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業

者等及び指定相談支援事業者に係るもの及び同法第５１条の４第

４項及び第５１条の３３第４項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３２～�の４１ 省略

�の４２ 障害者総合支援法第５１条の３２第３項の規定に基づく指定

特定相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査に係る市

町長からの要求の受理に関すること（２以上の社会福祉施設を

設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）であ

る指定特定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の４３ 障害者総合支援法第５１条の３２第４項の規定に基づく指定

特定相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査の結果に

係る市町長への通知に関すること（２以上の社会福祉施設を設

置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である

指定特定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の４４ 障害者総合支援法第５１条の３３第５項の規定に基づく指定

相談支援事業者の措置命令違反の内容に係る市町長への通知に

関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人

（知事が所轄庁である者に限る。）である指定相談支援事業者

に係るものを除く。）。

�の４５～�の２６ 省略

�の２７ 介護保険法第１１５条の３３第１項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第１項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）

である指定事業者等及び指定相談支援事業者に係るものを除

く。）。

�の２８の２ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定に

より読み替えて適用される障害者総合支援法第５１条の３第３項

及び第５１条の３２第３項の規定に基づく中核市の市長からの業務

管理体制の整備に関する報告の徴収等の権限の行使の要求の受

理に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法

人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業者等及び

指定相談支援事業者に係るものを除き、中予地方 局 に 限

る。）。

�の２８の３ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定に

より読み替えて適用される障害者総合支援法第５１条の３第４項

及び第５１条の３２第４項の規定に基づく業務管理体制の整備に関

する報告の徴収等の権限を行使した旨の中核市の市長への結果

の通知に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福

祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業者等

及び指定相談支援事業者に係るものを除き、中予地方局に限

る。）。

�の２９ 障害者総合支援法第５１条の４第１項及び第５１条の３３第１

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る勧告に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福

祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業者等

及び指定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の３０ 障害者総合支援法第５１条の４第２項及び第５１条の３３第２

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る勧告に従わない旨の公表に関すること（２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）

である指定事業者等及び指定相談支援事業者に係るものを除

く。）。

�の３１ 障害者総合支援法第５１条の４第３項及び第５１条の３３第３

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る措置命令に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社

会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業

者等及び指定相談支援事業者に係るもの及び同法第５１条の４第

４項及び第５１条の３３第４項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３２～�の４１ 省略

�の４２ 障害者総合支援法第５１条の３２第３項の規定に基づく指定

特定相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査に係る市

町長からの要求の受理に関すること（２以上の社会福祉施設を

設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）であ

る指定特定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の４３ 障害者総合支援法第５１条の３２第４項の規定に基づく指定

特定相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査の結果に

係る市町長への通知に関すること（２以上の社会福祉施設を設

置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である

指定特定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の４４ 障害者総合支援法第５１条の３３第５項の規定に基づく指定

相談支援事業者の措置命令違反の内容に係る市町長への通知に

関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人

（知事が所轄庁である者に限る。）である指定相談支援事業者

に係るものを除く。）。

�の４５～�の２６ 省略

�の２７ 介護保険法第１１５条の３３第１項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第１項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の
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徴収及び立入検査に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる社会福祉法人である介護サービス事業者及び

２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サー

ビス事業者に係るものを除く。）。

�の２８ 介護保険法第１１５条の３３第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第３項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査の要請に関すること（行う事業が２以上の地

方局の所管区域にわたる社会福祉法人である介護サービス事業

者及び２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介

護サービス事業者に係るものを除く。）。

�の２９ 介護保険法第１１５条の３３第４項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第４項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査の結果に係る他の都道府県知事又は市町村長

への通知及び厚生労働大臣又は他の都道府県知事からの通知の

受理に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわ

たる社会福祉法人である介護サービス事業者及び２以上の社会

福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者に

係るものを除く。）。

�の３０ 介護保険法第１１５条の３４第１項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第１項の規定に基づく介護サービス事業者に対する勧告に

関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる社

会福祉法人である介護サービス事業者及び２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者に係るも

のを除く。）。

�の３１ 介護保険法第１１５条の３４第２項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第２項の規定に基づく介護サービス事業者に対する勧告に

従わない旨の公表に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる社会福祉法人である介護サービス事業者及び

２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サー

ビス事業者に係るものを除く。）。

�の３２ 介護保険法第１１５条の３４第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第３項の規定に基づく介護サービス事業者に対する措置命

令に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわた

る社会福祉法人である介護サービス事業者及び２以上の社会福

祉施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者に係

るものを除き、介護保険法第１１５条の３４第４項及び旧介護保険

法第１１５条の３４第４項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３３ 介護保険法第１１５条の３４第５項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第５項の規定に基づく介護サービス事業者の措置命令違反

の内容に係る他の都道府県知事又は市町村長への通知及び厚生

労働大臣又は他の都道府県知事からの通知の受理に関すること

（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人

である介護サービス事業者及び２以上の社会福祉施設を設置す

る社会福祉法人である介護サービス事業者に係るものを除

く。）。

�～�の３２ 省略

� 動物の愛護及び管理に関する法律第２４条第２項（同法第２４条

の４第１項、第２５条第６項及び第３３条第２項において準用する

場合を含む。）の規定に基づく身分証明書の交付に関すること

（保健所に属する職員に交付する場合に係るものに限る。）。

�～� 省略

� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の６第１項及び第２項

（同法附則第２７条第２項において準用する場合を含む。）の規
かくたん

定に基づく登録喀痰吸引等事業者等の登録事項の変更及び業務

の廃止の届出の受理に関すること。

徴収及び立入検査に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる社会福祉法人である介護サービス事業者及び

２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サー

ビス事業者に係るものを除く。）。

�の２８ 介護保険法第１１５条の３３第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第３項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査の要請に関すること（行う事業が２以上の地

方局の所管区域にわたる社会福祉法人である介護サービス事業

者及び２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介

護サービス事業者に係るものを除く。）。

�の２９ 介護保険法第１１５条の３３第４項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第４項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査の結果に係る他の都道府県知事又は市町村長

への通知及び厚生労働大臣又は他の都道府県知事からの通知の

受理に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわ

たる社会福祉法人である介護サービス事業者及び２以上の社会

福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者に

係るものを除く。）。

�の３０ 介護保険法第１１５条の３４第１項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第１項の規定に基づく介護サービス事業者に対する勧告に

関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる社

会福祉法人である介護サービス事業者及び２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者に係るも

のを除く。）。

�の３１ 介護保険法第１１５条の３４第２項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第２項の規定に基づく介護サービス事業者に対する勧告に

従わない旨の公表に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる社会福祉法人である介護サービス事業者及び

２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サー

ビス事業者に係るものを除く。）。

�の３２ 介護保険法第１１５条の３４第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第３項の規定に基づく介護サービス事業者に対する措置命

令に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわた

る社会福祉法人である介護サービス事業者及び２以上の社会福

祉施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者に係

るものを除き、介護保険法第１１５条の３４第４項及び旧介護保険

法第１１５条の３４第４項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３３ 介護保険法第１１５条の３４第５項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第５項の規定に基づく介護サービス事業者の措置命令違反

の内容に係る他の都道府県知事又は市町村長への通知及び厚生

労働大臣又は他の都道府県知事からの通知の受理に関すること

（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人

である介護サービス事業者及び２以上の社会福祉施設を設置す

る社会福祉法人である介護サービス事業者に係るものを除

く。）。

�～�の３２ 省略

� 動物の愛護及び管理に関する法律第２４条第２項（同法第２４条

の４第１項 及び第３３条第２項において準用する

場合を含む。）の規定に基づく身分証明書の交付に関すること

（保健所に属する職員に交付する場合に係るものに限る。）。

�～� 省略

� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の６第１項及び第２項

（同法附則第２０条第２項において準用する場合を含む。）の規
かくたん

定に基づく登録喀痰吸引等事業者等の登録事項の変更及び業務

の廃止の届出の受理に関すること。
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� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の７（同法附則第２７条第
かくたん

２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく登録喀痰

吸引等事業者等の登録の取消し等に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の９及び同法附則第２７条

第２項において準用する同法第１９条及び第２０条第１項の規定に

基づく報告の徴収及び立入検査に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の９及び同法附則第２７条

第２項において準用する同法第２０条第２項の規定に基づく身分

を示す証明書の交付に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法附則第１１条第１項の規定に基づ

く認定特定行為業務従事者認定証の交付に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法附則第１１条第４項の規定に基づ

く特定行為の業務の停止等に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法附則第２７条第１項の規定に基づ

く登録特定行為事業者の登録に関すること。

�～�１０１ 省略

４～６ 省略

� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の７（同法附則第２０条第
かくたん

２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく登録喀痰

吸引等事業者等の登録の取消し等に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の９及び同法附則第２０条

第２項において準用する同法第１９条及び第２０条第１項の規定に

基づく報告の徴収及び立入検査に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の９及び同法附則第２０条

第２項において準用する同法第２０条第２項の規定に基づく身分

を示す証明書の交付に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法附則第４条第１項の規定に基づ

く認定特定行為業務従事者認定証の交付に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法附則第４条第４項の規定に基づ

く特定行為の業務の停止等に関すること。

� 社会福祉士及び介護福祉士法附則第２０条第１項の規定に基づ

く登録特定行為事業者の登録に関すること。

�～�１０１ 省略

４～６ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第７号
地 方 局

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

地

域

福

祉

課

１～２８

省略

地

域

福

祉

課

１～２８

省略

２９ 社会

福祉士

及び介

護福祉

士法の

施行に

関する

事務

かくたん

１ 登録喀痰吸引等事業者に関

すること。

２９ 社会

福祉士

及び介

護福祉

士法の

施行に

関する

事務

かくたん

１ 登録喀痰吸引等事業者に関

すること。

� 省略 � 省略

	 登録事項の変更及び業務

の廃止の届出の受理（第４８

条の６第１項、第２項）

○


 登録の取消し等（第４８条

の７）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第１９条、第２０条第１項、

第４８条の９）

○

	 省略 � 省略
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２ 認定特定行為業務従事者に

関すること。

２ 認定特定行為業務従事者に

関すること。

� 認定特定行為業務従事者

認定証の交付（附則第１１条

第１項）

○ � 認定特定行為業務従事者

認定証の交付（附則第４条

第１項）

○

� 特定行為の業務の停止等

（附則第１１条第４項）

○ � 特定行為の業務の停止等

（附則第４条第４項）

○

� 省略 � 省略

３ 登録特定行為事業者に関す

ること。

３ 登録特定行為事業者に関す

ること。

� 登録（附則第２７条第１

項）

○ � 登録（附則第２０条第１

項）

○

� 登録事項の変更及び業務

の廃止の届出の受理（第４８

条の６第１項、第２項、附

則第２０条第２項）

○

� 登録の取消し等（第４８条

の７、附則第２０条第２項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

（第１９条、第２０条第１項、

附則第２０条第２項）

○

� 身分を示す証明書の交付

（第２０条第２項、附則第２７

条第２項）

○ � 身分を示す証明書の交付

（第２０条第２項、附則第２０

条第２項）

○

かくたん

４ 喀痰吸引等研修の課程を修

了した者と同等以上の知識及

び技能を有する旨の認定（介

護サービスの基盤強化のため

の介護保険法等の一部を改正

する法律（平成２３年法律第７２

号）附則第１４条第１項、第２

項）

○

３０・３１

省略

３０・３１

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

生

活

衛

生

課

１～１２

省略

生

活

衛

生

課

１～１２

省略

１３ 動物

の愛護

及び管

理に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 身分証明書の交付（第２４条第

２項、第２４条の４第１項、第２５

条第６項、第３３条第２項）

○ １３ 動物

の愛護

及び管

理に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 身分証明書の交付（第２４条第

２項、第２４条の４第１項

、第３３条第２項）

○
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第８号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１４ 省略 １４ 省略

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する農林水産振興部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する農林水産振興部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

森

林

林

業

課

１～２０

省略

森

林

林

業

課

１～２０

省略

備考 １・２ 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

備考 １・２ 省略

３ 南予地方局においては、平成３０年７月豪雨等に係る

災害復旧及び復興に関するこの表４の部１の項�、２

の項、３の項�、５の項、６の項�、７の項から９の

項まで及び１０の項�に掲げる事務については、同表決

裁区分の欄中「課長」とあるのは、「復興監」とし

て、同表の規定を適用する。

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所長

専決

者 所長

専決

者

課長 課長

建

設

課

１～３

省略

建

設

課

１～３

省略

備考 １ 建設企画課、河川港湾課、道路課、上島架橋建設課

又は大洲・八幡浜自動車道建設課においては、この表

１の部及び２の部に掲げる事務については、同表組織

名の欄中「建設課」とあるのは、それぞれ「建設企画

課」、「河川港湾課」、「道路課」、「上島架橋建設

課」又は「大洲・八幡浜自動車道建設課」として、同

表の規定を適用する。

２・３ 省略

備考 １ 建設企画課、河川港湾課、道路課、上島架橋建設課

又は大洲・八幡浜自動車道建設課においては、この表

１の部及び２の部に掲げる事務については、同表組織

名の欄中「建設課」とあるのは、それぞれ「建設企画

課」、「河川港湾課」、「道路課」、「上島架橋建設

課」又は「大洲・八幡浜自動車道建設課」として、同

表の規定を適用する。

２・３ 省略
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３２０

（愛媛県立衛生環境研究所処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所処務規程（昭和２８年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（所長の専決事項）

第５条 所長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ地方

局長の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 動物の愛護及び管理に関する法律第２５条第１項、第５項及び

第７項の規定による周辺の生活環境の保全等に係る必要な指

導、助言、報告の徴収及び立入検査等に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

２ 前項第２０号の規定にかかわらず、四国中央市の区域における同

号の事項は、西条保健所長が専決する。

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

（所長の専決事項）

第５条 所長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ地方

局長の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

２ 前項第１９号の規定にかかわらず、四国中央市の区域における同

号の事項は、西条保健所長が専決する。

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所長 課長 所長 課長

環

境

保

全

課

１ 省略 環

境

保

全

課

１ 省略

２ 大気

汚染防

止 法

（昭和

４３年法

律第９７

号）の

施行に

関する

事務

１～４ 省略 ２ 大気

汚染防

止 法

（昭和

４３年法

律第９７

号）の

施行に

関する

事務

１～４ 省略

５ 特定粉じん排出等作業に関す

ること。

５ 特定粉じん排出等作業に関す

ること。

� 調査の結果の報告の受理

（第１８条の１５第６項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

６～８ 省略 ６～８ 省略

３～１７

省略

３～１７

省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第３条 省略

２ 省略

３ 危機管理調整監は、所長の命を受け、大規模災害時等における

（職務）

第３条 省略

２ 省略
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３２１

（愛媛県公印規程の一部改正）

第３条 愛媛県公印規程（昭和３４年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

健康危機管理対策に係る事務を処理する。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

改 正 後 改 正 前

（公印の種類）

第２条 公印は、職印及び庁印の２種とし、次に掲げるとおりとす

る。

� 省略

省略

防災安全統括部長印

秘書広報統括監印

省略

� 省略

２ 省略

（公印の管守者）

第５条 次の表の左欄に掲げる公印は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る者が管守する。

（公印の種類）

第２条 公印は、職印及び庁印の２種とし、次に掲げるとおりとす

る。

� 省略

省略

防災安全統括部長印

省略

� 省略

２ 省略

（公印の管守者）

第５条 次の表の左欄に掲げる公印は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る者が管守する。

公印名 管守者名 公印名 管守者名

省略 省略

防災安全統括部長印 省略 防災安全統括部長印 省略

秘書広報統括監印 総合政策課長

省略 省略

２～４ 省略

別表１（第４条関係）

第一 省略

第二 寸法

２～４ 省略

別表１（第４条関係）

第一 省略

第二 寸法

公 印 の 種 類
寸 法

方（ミリメートル）
公 印 の 種 類

寸 法

方（ミリメートル）

職印 職印

省略 省略

防災安全統括部長印 省略 防災安全統括部長印 省略

秘書広報統括監印 ２０

省略 省略
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３２２

（愛媛県動物愛護センター処務規程の一部改正）

第４条 愛媛県動物愛護センター処務規程（平成１４年愛媛県訓令第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県行政改革・地方分権戦略本部規程の一部改正）

第５条 愛媛県行政改革・地方分権戦略本部規程（平成２３年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（事務の委任）

第３条 所長に委任する事務（松山市の区域における第１号から第

１３号まで、第１５号から第１９号まで、第２２号から第２９号まで及び第

３３号から第３８号まで（第３３号から第３６号までについては、特定動

物に関する部分に限る。）に掲げる事務を含む。）は、次のとお

りとする。

�～� 省略

� 法第２５条第２項から第４項までの規定による周辺の生活環境

の保全等に係る必要な 措置の勧告及び措置命令

をすること。

�～� 省略

（専決事項）

第４条 所長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

ただし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ

知事の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 法第２５条第１項、第５項及び第７項の規定による周辺の生活

環境の保全等に係る必要な指導、助言、報告の徴収及び立入検

査等をすること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

（事務の委任）

第３条 所長に委任する事務（松山市の区域における第１号から第

１３号まで、第１５号から第１９号まで、第２２号から第２９号まで及び第

３３号から第３８号まで（第３３号から第３６号までについては、特定動

物に関する部分に限る。）に掲げる事務を含む。）は、次のとお

りとする。

�～� 省略

� 法第２５条第２項から第４項までの規定による周辺の生活環境

の保全等に係る必要な指導、助言、措置の勧告、措置命令、報

告の徴収及び立入検査等をすること。

�～� 省略

（専決事項）

第４条 所長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

ただし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ

知事の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係） 別表１（第３条関係）

１～４ 省略

５ 営業統括部長

６ 省略

７ 秘書広報統括監

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１～４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略



愛 媛 県 報令和４年４月１日 第２９５号

３２３

（愛のくに えひめ営業本部規程の一部改正）

第６条 愛のくに えひめ営業本部規程（平成２４年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県デジタル総合戦略本部規程の一部改正）

第７条 愛媛県デジタル総合戦略本部規程（令和３年愛媛県訓令第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

改 正 後 改 正 前

（組織）

第３条 営業本部は、本部長、営業統括部長、営業部長、営業副部

長及び本部員をもって組織する。

２ 省略

３ 営業統括部長は、営業統括部長の職にある者をもって充てる。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

（職務）

第４条 本部長は、知事の命を受け、第２条の任務を自ら処理する

とともに、営業本部の事務を統轄し、営業本部を代表する。

２ 営業統括部長は、知事の命を受け、第２条の任務を処理すると

ともに、営業本部の事務を統轄し、本部長に事故があるときは、

その職務を代行する。

３ 営業部長は、上司の命を受け、第２条の任務を処理するととも

に、本部長及び営業統括部長を補佐し、本部員を指揮監督し、営

業本部の事務を管理し、本部長及び営業統括部長共に事故がある

ときは、その職務を代行する。

４ 営業副部長は、上司の命を受け、第２条の任務を処理するとと

もに、営業部長を補佐する本部長及び営業部長共に事故があると

きは、その職務を代行する。

（組織）

第３条 営業本部は、本部長 、営業部長、営業副部

長及び本部員をもって組織する。

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

（職務）

第４条 本部長は、知事の命を受け、第２条の任務を自ら処理する

とともに、営業本部の事務を統轄し、営業本部を代表する。

２ 営業部長は、上司の命を受け、第２条の任務を処理するととも

に、本部長 を補佐し、本部員を指揮監督し、営

業本部の事務を管理し、本部長に事故 がある

ときは、その職務を代行する。

３ 営業副部長は、上司の命を受け、第２条の任務を処理するとと

もに、営業部長を補佐し、本部長及び営業部長共に事故があると

きは、その職務を代行する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係） 別表１（第３条関係）

１ 営業統括部長

２ 省略

３ 秘書広報統括監

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１ 営業本部長

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第９号
庁 中 一 般

各地方機関

愛媛県研修所規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県研修所規程の一部を改正する訓令

愛媛県研修所規程（昭和３０年愛媛県訓令第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第１０号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

労働委員会事務局

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令

愛媛県職員被服等貸与規程（昭和５４年愛媛県訓令第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

改 正 後 改 正 前

（研修区分）

第１０条 研修は、階層別研修、ステージアップ研修、ビジネススキ

ル向上研修、指導者養成研修、復帰支援研修、出前講座、市町職

員研修及び部局研修の区分によつて行う。

（研修区分）

第１０条 研修は、階層別研修、ステージアップ研修、ビジネススキ

ル向上研修、指導者養成研修、復帰支援研修、出前講座、市町職

員研修及び部局研修の区分によつて行う。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

貸与対象者 品目 数量
着用

期間

貸与

期間
備考 貸与対象者 品目 数量

着用

期間

貸与

期間
備考

１～２２ 省略 １～２２ 省略

２３ 食肉衛生検査セン

ターに勤務する職員

のうち、と畜業務又

は食鳥検査業務に従

事するもの

省略 ２３ 食肉衛生検査セン

ターに勤務する職員

のうち、と畜業務又

は食鳥検査業務に従

事するもの

省略

ズボン 省略 ズボン 省略

ヘルメ

ット

１ 年間 ３年

省略 省略

２４～３７ 省略 ２４～３７ 省略
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県次期給与システム用サーバ機器等一式の借入れ

� 借入物品名及び数量

愛媛県次期給与システム用サーバ機器等 一式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書等による。

� 借入期間

令和４年１１月１日（火）から令和９年１０月３１日（日）まで

� 借入場所

仕様書等による。

� 入札方法

ア 入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項各号のいずれにも該当しない者であること。

� 一般競争入札に参加する資格として営業種別「その他」、か

つ、「特定調達参加希望」の登録をしている者であること。

� 借入物品に係る納入及び保守の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県総務部総務管理局人事課給与係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１７８

� 入札書の受領期限

令和４年５月１１日（水）午後２時まで

� 入札説明書の交付方法

令和４年４月１５日（金）までの執務時間中（月曜日から金曜

日までの午前８時３０分から午後５時１５分までをいう。以下同じ。）

に�に掲げる問合せ先に連絡のあった者に郵送等により交付す
る。

� 開札の日時及び場所

令和４年５月１１日（水）午後２時

愛媛県庁第二別館１階総務部会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格

審査申請書を知事に提出し、入札参加資格の確認を受けること。

ア 受付期間

令和４年４月１８日（月）までの執務時間中（令和４年４月

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

３８ 復興監及び林業政

策課若しくは森林整

備課、地方局森林林

業課、支局森林林業

課、�万高原森林林

業課若しくは肱川流

域林業振興課又は農

林水産研究所林業研

究センターに勤務す

る職員のうち、林業

又は森林に関する現

地調査、指導、工事

監督又は工事検査の

業務に従事するもの

省略 ３８ 復興監及び林業政

策課若しくは森林整

備課、地方局森林林

業課、支局森林林業

課、�万高原森林林

業課若しくは肱川流

域林業振興課又は農

林水産研究所林業研

究センターに勤務す

る職員のうち、林業

又は森林に関する現

地調査、指導、工事

監督又は工事検査の

業務に従事するもの

省略

３９～４９ 省略 ３９～４９ 省略
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１８日（月）午後５時１５分必着）

イ 受付方法

原則郵便（書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及

び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるものに限る。以

下同じ。）により３�に掲げる場所に提出すること。
� 入札の無効

２に定める資格を有しない者及び入札者に求められる義務を

履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行っ

たものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Server

equipment for the Ehime prefectural payroll system，etc．，１

set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，１１th May２０２２

� For further information，please contact： Payroll Section，

Personnel Division，General Affairs and Administration

Subdepartment，General Affairs Department，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０

Japan

TEL０８９―９１２―２１７８

�������
�公 告

次のとおり技術提案書の提出を招請する。

令和４年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 業務概要

� 業務名

新建設事業総合管理システム要件整理・基本設計委託業務

� 業務内容

新建設事業総合管理システム要件整理・基本設計委託業務

公募型プロポーザル手続等に関する説明書（以下「説明書」と

いう。）による。

� 履行期間

契約締結日の翌日から令和５年３月２４日まで

２ 参加資格及び評価項目

� 技術提案書の提出者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」の営業種目「情報処

理」について令和２年度から令和４年度までの製造の請負等に

係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ、

「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該

当するもの

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しない者であること。

イ 参加表明書の受領の期限の日から技術提案書の受領の期限

の日までの期間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

ウ 技術提案書を提出しようとする者の間に、以下の基準のい

ずれかに該当する関係がないこと。

� 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社

（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する

子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生

手続が存続中の会社（以下「再生手続が存続中の会社」と

いう。）又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条

第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）

である場合は除く。

① 親会社（会社法第２条第４号に規定する親会社をいう。

以下同じ。）と子会社の関係にある場合

② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

� 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①につ

いては、会社の一方が再生手続が存続中の会社又は更生会

社である場合は除く。

① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼

ねている場合

② 一方の会社の役員が、他方の会社の民事再生法第６４条

第２項又は会社更生法第６７条第１項の規定により選任さ

れた管財人を現に兼ねている場合

� その他選定・特定手続の適正さが阻害されると認められ

る場合

その他上記�又は�と同視しうる資本関係又は人的関係が
あると認められる場合。

エ 公告日から過去１０年以内に、国又は都道府県と契約し、完

結又は履行中である愛媛県建設事業総合管理システムと同種

の情報システム（公共事業の執行に係る予算情報、契約情報

及び業者情報等を総合的に管理するシステムをいう。以下同

じ。）の企画、設計若しくは開発業務に従事した実績を有す

る者。

オ 本業務の責任者である管理技術者について、本業務の公告

日以前に受託者と雇用関係にある者で、以下の�の実績を有
しかつ�、�又は�の資格要件のいずれかを有する者である
こと。

� 公告日から過去１０年以内に、国又は都道府県と契約し、

完結又は履行中である愛媛県建設事業総合管理システムと

同種の情報システムの企画、設計若しくは開発業務に従事

した実績を有する者。

� 経済産業省が実施する情報処理技術者試験のうち、ＩＴ

ストラテジスト試験（旧制度による同等の試験を含む。）

に合格している者。

� 経済産業省が実施する情報処理技術者試験のうち、プロ

ジェクトマネージャ試験（旧制度による同等の試験を含む。）

に合格している者。

� 技術士法（昭和５８年法律第２５号）による技術士とし、技

術部門が総合技術管理部門 （選択科目を「情報工学」と

する者に限る。）である者。

� 技術提案書を特定するための評価項目

ア 業務の実施方針



愛 媛 県 報令和４年４月１日 第２９５号

３２７

教育委員会規則

本業務の理解度・実施方針、スケジュール、プロジェクト

管理

イ 業務の実施手順

現状把握・課題整理の実施手順、システム化計画書策定の

実施手順、業務改善支援の実施手順、調達仕様書作成支援の

実施手順

ウ 業務の実施体制

管理技術者の経験年数・実績・保有資格等、担当技術者の

経験年数・実績・保有資格等、業務の実施体制

エ その他

企業の実績、事務効率化や業務改善等に資する追加提案

オ 見積価格

３ 手続等

� 担当部局

愛媛県総務部行財政改革局行革分権課行政管理室入札監理グ

ループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２２２７

� 説明書の交付の期間、場所及び方法

ア 期間

令和４年４月１日（金）から４月１１日（月）までの執務時

間中（愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３

号）第１条第１項に規定する県の休日以外の日の午前８時３０

分から午後５時１５分までをいう。）

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

無料にて交付する。

� 参加表明書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

令和４年４月１１日（月）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

� 技術提案書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

令和４年５月１２日（木）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

４ その他

� 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 契約書作成の要否

要

� 関連情報を入手するための照会窓口

愛媛県総務部行財政改革局行革分権課行政管理室入札監理グ

ループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２２２７

� その他

詳細は、説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Requirements definition and basic design necessary for the

development of a new system that comprehensively manages

the execution of construction work

� Time limit to express interests：５：１５ p．m．，１１ April，２０２２

Time limit for the submission of proposals：５：１５ p．m．，１２

May，２０２２

� For further inquiries relating to the proposal，please

contact： Tender Management Group，Administrative Policy

Management Office，Administrative Reform and Decentralization

Division，Administrative and Financial Reform Subdepartment，

General Affairs Department，Ehime Prefectural Government，

４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２２２７

FAX０８９―９１２―２２３７

e―mail gyouseikanri@pref.ehime.lg.jp

�愛媛県教育委員会規則第４号
愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。



愛 媛 県 報令和４年４月１日 第２９５号

３２８

人事委員会規則

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、当該右欄に掲げる職を命ぜられた

ものとする。

管理部文化財保護課埋蔵文化財係長 管理部文化財保護課埋蔵文化財グループ担当係長

�愛媛県人事委員会規則６－２１３
職員の採用及び昇任に関する規則及び公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の採用及び昇任に関する規則及び公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則

（職員の採用及び昇任に関する規則の一部改正）

第１条 職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正）

第２条 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－１５９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（組織）

第２条 事務局に次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部にそ

れぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表

の右欄に掲げる係を置く。

（組織）

第２条 事務局に次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部にそ

れぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表

の右欄に掲げる係を置く。

部 課 係 部 課 係

省略 省略

管理部 文化財保護課 管理部 文化財保護課 埋蔵文化財係

省略 省略

省略 省略

２～５ 省略 ２～５ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

医療職群�級別職務区分表

別表第５（第４条関係）

医療職群�級別職務区分表

職務の級

区分
部 局

職務の級区分欄の級に含ま

れる職

職務の級

区分
部 局

職務の級区分欄の級に含ま

れる職

省略 管理者の事務部局 省略 省略 管理者の事務部局 省略

７級 局付

検査部長

放射線部長

省略

７級 局付

検査部長

放射線部長

省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

省略

公益財団法人えひめ地域政策研究センター（平成１２年４月１

省略

公益財団法人えひめ地域政策研究センター（平成１２年４月１
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１２４２
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び管理職手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

日に財団法人えひめ地域政策研究センターという名称で設立

された法人をいう。）

省略

日に財団法人えひめ地域政策研究センターという名称で設立

された法人をいう。）

省略

改 正 後 改 正 前

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１ 行政職給料表級別職務区分表

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１ 行政職給料表級別職務区分表

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

６級 知事の事務

部局

省略 ６級 知事の事務

部局

省略

サイクリング誘客推進監（６級） サイクリング普及調整監（６級）

省略 省略

地方局土木事務所用地課長 東予地方局今治土木事務所用地課長

南予地方局八幡浜土木事務所用地課長 南予地方局八幡浜土木事務所用地課長

省略 省略

省略 省略

警察の事務

部局

監査統括官 警察の事務

部局本部課次長 本部課次長

省略 省略

７級 知事の事務

部局

省略 ７級 知事の事務

部局

省略

サイクリング誘客推進監（７級） サイクリング普及調整監（７級）

省略 省略

省略 省略

８級 知事の事務

部局

省略 ８級 知事の事務

部局

省略

秘書広報統括監 秘書広報統括監

省略 省略

福祉総合支援センター所長 福祉総合支援センター所長

危機管理調整監

省略 省略

省略 省略

９級 知事の事務

部局

省略 ９級 知事の事務

部局

省略

営業本部長 営業本部長
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（管理職手当に関する規則の一部改正）

第２条 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

営業統括部長

省略 省略

特命担当部長 特命担当部長

秘書広報統括監

省略 省略

省略 省略

２ 公安職給料表級別職務区分表 ２ 公安職給料表級別職務区分表

職務の

級区分
職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

７級 省略 ７級 省略

科学捜査研究所長（７級） 科学捜査研究所長（７級）

省略 省略

８級 省略 ８級 省略

科学捜査研究所長（８級） 科学捜査研究所長（８級）

省略 省略

省略 省略

３ 研究職給料表級別職務区分表 ３ 研究職給料表級別職務区分表

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

５級 警察の事務

部局

科学捜査研究所長 ５級 警察の事務

部局科学捜査研究所副所長（５級） 科学捜査研究所副所長（５級）

４ 省略

５ 医療職給料表�級別職務区分表

４ 省略

５ 医療職給料表�級別職務区分表

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

６級 知事の事務

部局

省略 ６級 知事の事務

部局

省略

家畜病性鑑定所長 家畜病性鑑定所長

省略 省略

省略 省略

７級 知事の事務

部局

省略 ７級 知事の事務

部局

省略

保健所の課長 保健所の課長

家畜病性鑑定所長

６～８ 省略 ６～８ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

部 局 公 職 区分 部 局 公 職 区分

知事の事

務部局

省略 １種 知事の事

務部局

省略 １種

営業本部長 営業本部長



愛 媛 県 報令和４年４月１日 第２９５号

３３１

公営企業管理規程

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第４号
愛媛県公営企業組織規程等の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

愛媛県公営企業組織規程等の一部を改正する管理規程

（愛媛県公営企業組織規程の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業組織規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

営業統括部長

省略 省略

特命担当部長 特命担当部長

秘書広報統括監

省略 省略

秘書広報統括監 秘書広報統括監

省略 省略

衛生環境研究所長 衛生環境研究所長

危機管理調整監

省略 省略

省略 ３種 省略 ３種

サイクリング誘客推進監 サイクリング普及調整監

省略 省略

省略 ４種 省略 ４種

地方局土木事務所用地課長（大洲土木事務

所を除く。）

地方局土木事務所用地課長（大洲土木事務

所を除く。）

省略 省略

農林水産研究所水産研究センター栽培資源

研究所長

農林水産研究所水産研究センター栽培資源

研究所長

家畜病性鑑定所長

省略 ５種 省略 ５種

中予地方局健康福祉環境部健康増進課医監 東予地方局健康福祉環境部健康増進課医監

南予地方局健康福祉環境部健康増進課医監 南予地方局健康福祉環境部健康増進課医監

省略 省略

家畜病性鑑定所長 家畜病性鑑定所長

省略 省略

省略 省略

警察の事

務部局

省略 警察の事

務部局

省略

省略 ３種 省略 ３種

監察官 監察官

監査統括官

省略 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部改正）

第２条 愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（係の設置）

第４条 課に係を置き、係の名称は、次の表のとおりとする。

（係の設置）

第４条 課に係を置き、係の名称は、次の表のとおりとする。

課 係 の 名 称 課 係 の 名 称

省略 省略

県立病院課 管理係、企画係、指導係、施設係 県立病院課 管理係、企画係、指導係

２ 省略

別表第１（第６条関係）

２ 省略

別表第１（第６条関係）

名 称 位 置 所 管 業 務 名 称 位 置 所 管 業 務

省略 省略

愛媛県今治地区工業

用水道管理事務所
今治市

今治地区の工業用水の供給及

び工業用水道施設の管理に関

すること。

省略 省略

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係）

愛媛県松山

発電工水管

理事務所

省略 愛媛県松山

発電工水管

理事務所

省略

発電管理課
発電係、保守第一係、保守第二

係、給水係、施設係
業務課

発電係、保守第一係、保守第二

係、給水係、施設係

用水管理課 管理係、給水係、施設係 用水管理課 管理係

省略 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条関係）

給料表級別職務区分表

別表第１（第３条関係）

給料表級別職務区分表

職務の級

給料表区分

１

級

２

級

３

級

４

級

５

級

６

級

７

級

８

級

９

級

職務の級

給料表区分

１

級

２

級

３

級

４

級

５

級

６

級

７

級

８

級

９

級

省略 省略

医療職給料表�

（１～７）

省

略

○局付 医療職給料表�

（１～７）

省

略

○局付

○検査部長

○放射線部

長

省略 省略

省略 省略

別表第２（第５条、第６条の２、第７条、附則第８項関係）

管理職手当の支給を受ける者の範囲及び区分

別表第２（第５条、第６条の２、第７条、附則第８項関係）

管理職手当の支給を受ける者の範囲及び区分

公 職 区 分 公 職 区 分

省略 省略

省略 ４種 省略 ４種

病院副院長（中央病院副院長及び３種に該

当する職を除く。）

病院副院長（中央病院副院長及び３種に該

当する職を除く。）

検査部長
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（愛媛県公営企業会計規程の一部改正）

第３条 愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県営工業用水道供給規程の一部改正）

第４条 愛媛県県営工業用水道供給規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

放射線部長

省略 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（企業出納員）

第３条 企業出納員は、別に管理者が命ずるもののほか、次の各号

に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

� 省略

� 事業所のうち、発電工水管理事務所にあつては総務課長、工

業用水道管理事務所

（管理者が命ずるものに限る。）、西条地区工業用水道管理事

務所にあつては管理課長、県立病院（以下「病院」という。）

にあつては事務局長

（企業出納員）

第３条 企業出納員は、別に管理者が命ずるもののほか、次の各号

に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

� 省略

� 事業所のうち、発電工水管理事務所にあつては総務課長、今

治地区工業用水道管理事務所にあつては管理グループ担当係長

（管理者が命ずるものに限る。）、西条地区工業用水道管理事

務所にあつては管理課長、県立病院（以下「病院」という。）

にあつては事務局長

改 正 後 改 正 前

（給水区域）

第３条 工業用水道の給水区域は、それぞれ次に掲げるとおりとす

る。

� 省略

� 省略

（料金）

第２３条 料金は、次の表の規定により計算した基本料金、超過料金

及び特定料金の額の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）に相

当する金額とする。

（給水区域）

第３条 工業用水道の給水区域は、それぞれ次に掲げるとおりとす

る。

� 省略

� 今治地区工業用水道 今治市及びその周辺工業地帯

� 省略

（料金）

第２３条 料金は、次の表の規定により計算した基本料金、超過料金

及び特定料金の額の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）に相

当する金額とする。

名称 区分 単 位 金額 備 考 名称 区分 単 位 金額 備 考

省略 省略

今治

地区

工業

用水

道

第

１

種

基本

料金

１立方メー

トル当たり

１０円８５

銭

第１種は今治市（朝倉

上、朝倉北、朝倉下、

朝倉南、古谷、山口、

玉川町、波方町、大西

町、菊間町、吉海町、

宮窪町、伯方町、上浦

町、大三島町、関前大

下、関前岡村及び関前

小大下を除く。）の地

域の需要者に、第２種

はその他の地域の需要

者に適用する。

超過

料金

１立方メー

トル当たり

２１円７０

銭

特定

料金

１立方メー

トル当たり

１０円８５

銭

第

２

種

基本

料金

１立方メー

トル当たり

１１円９０

銭

超過

料金

１立方メー

トル当たり

２３円８０

銭

特定

料金

１立方メー

トル当たり

１１円９０

銭

省略 省略
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３３４

公営企業訓令

（愛媛県公営企業工業用水道事業用電気工作物及び病院事業用電気工作物保安規程の一部改正）

第５条 愛媛県公営企業工業用水道事業用電気工作物及び病院事業用電気工作物保安規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１５号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

「
松山発電工水管理事務所

今治地区工業用水道管理事務所

西条地区工業用水道管理事務所

「
松山発電工水管理事務所

西条地区工業用水道管理事務所

別表第２中 を に改める。

」 」

附 則

１ この管理規程は、公布の日から施行する。

２ この管理規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる

職を命ぜられたものとする。

愛媛県松山発電工水管理事務所業務課発電係長 愛媛県松山発電工水管理事務所発電管理課発電係長

愛媛県松山発電工水管理事務所業務課保守第一係長 愛媛県松山発電工水管理事務所発電管理課保守第一係長

愛媛県松山発電工水管理事務所業務課保守第二係長 愛媛県松山発電工水管理事務所発電管理課保守第二係長

�愛媛県公営企業訓令第４号
公営企業管理局

各 事 業 所

愛媛県公営企業事業所処務規則及び愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和４年４月１日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

愛媛県公営企業事業所処務規則及び愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部を改正する訓令

２～４ 省略

（書類の様式等）

第２９条 省略

２ 前項の書類は、発電工水管理事務所長又は工業用水道管理事務

所長 を経由するものとする。

２～４ 省略

（書類の様式等）

第２９条 省略

２ 前項の書類は、発電工水管理事務所長、工業用水道管理事務所

長又は工業用水道建設事務所長を経由するものとする。

改 正 後 改 正 前

（使用前自主検査の結果の記録）

第２２条 省略

２ 使用前自主検査の結果の記録は、前項第１号から第６号までに

掲げる事項にあつては５年間、同項第７号から第１１号までに掲げ

る事項にあつては使用前自主検査を行つた後最初の法第５１条第７

項 の通知を受けるまでの期間保存するものとする。

別表第１（第２条関係）

（使用前自主検査の結果の記録）

第２２条 省略

２ 使用前自主検査の結果の記録は、前項第１号から第６号までに

掲げる事項にあつては５年間、同項第７号から第１１号までに掲げ

る事項にあつては使用前自主検査を行つた後最初の法第５０条の２

第７項の通知を受けるまでの期間保存するものとする。

別表第１（第２条関係）

事 業 所
所 属 長

事 業 所
所 属 長

名 称 所在地 名 称 所在地

省略 省略

愛媛県今治地区工業用

水道管理事務所
今治市

愛媛県今治地区工業用

水道管理事務所長

省略 省略
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３３５

（愛媛県公営企業事業所処務規則の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業事業所処務規則（昭和５７年愛媛県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部改正）

第２条 愛媛県公営企業事業所事務決裁規則（平成９年愛媛県公営企業訓令第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（発電工水管理事務所各課の所掌事務）

第２条 愛媛県発電工水管理事務所（以下「発電工水管理事務所」

という。）の各課の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

発電管理課

� 省略

� その他発電及び工業用水に関すること。

用水管理課

�～� 省略

� 取水、浄水、送水及び配水の施設の操作に関すること。

� 取水、浄水、送水及び配水の施設その他附帯施設の維持管理

に関すること。

� 水量メーターの点検及び検査に関すること。

� 水質の測定に関すること。

� 省略

（工業用水道管理事務所の所掌事務）

第３条 愛媛県工業用水道管理事務所（以下「工業用水道管理事務

所」という。）の所掌事務は、次のとおりとする。

�～	 省略


 工業用水道の利用促進に関すること（西条地区工業用水道管

理事務所に限る。）。

�～� 省略

（発電工水管理事務所各課の所掌事務）

第２条 愛媛県発電工水管理事務所（以下「発電工水管理事務所」

という。）の各課の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

業務課

� 省略

� 取水、浄水、送水及び配水の施設の操作に関すること。

 取水、浄水、送水及び配水の施設その他附帯施設の維持管理

に関すること。

	 水量メーターの点検及び検査に関すること。


 水質の測定に関すること。

� その他発電及び工業用水に関すること。

用水管理課

�～� 省略

� 省略

（工業用水道管理事務所の所掌事務）

第３条 愛媛県工業用水道管理事務所（以下「工業用水道管理事務

所」という。）の所掌事務は、次のとおりとする。

�～	 省略


 工業用水道の利用促進に関すること（西条地区工業用水道管

理事務所に限る。）。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 決裁者
代決者

区分 決裁者
代決者

第１次代決者 第２次代決者 第１次代決者 第２次代決者

所長の

権限に

属する

事務

所長 課長又は支所長（今治地

区工業用水道管理事務所

にあっては、所長が指定

した職員）

省略 所長の

権限に

属する

事務

所長 課長又は支所長（今治地

区工業用水道管理事務所

にあっては、所長が指定

した職員）

省略

省略 省略

省略 省略

２ 省略

別表第１（第４条関係）

所長及び院長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

２ 省略

別表第１（第４条関係）

所長及び院長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

省略 省略
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３３６

備考

１ 省略

２ 省略

別表第２（第４条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

備考１ 今治地区工業用水道管理事務所におけるこの表の規定

の適用については、同表発電工水管理事務所及び工業用

水道管理事務所における決裁区分の欄中「課長」とある

のは、「所長」とする。

２ 省略

３ 省略

別表第２（第４条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所長

専決

者 所長

専決

者

課長 課長

総

務

課

１～８

省略

総

務

課

１～８

省略

備考 省略 備考１ 省略

２ 今治地区工業用水道管理事務所においては、この表組

織名の欄中「総務課」とあるのは「今治地区工業用水道

管理事務所」と、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は「所長」として、同表の規定を適用する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所長

専決

者 所長

専決

者

課長 課長

発

電

管

理

課

１ 発電

及び工

業用水

事業に

関する

事務

１ 省略 業

務

課

１ 発電

及び工

業用水

事業に

関する

事務

１ 省略

２ 取水、浄水、送水及び配水の

施設の操作に関すること。

○

３ 取水、浄水、送水及び配水の

施設その他附帯施設の維持管理

に関すること。

○

４ 水量メーターの点検及び検査

に関すること。

○

５ 水質の測定に関すること。 ○

２ その他発電及び工業用水に関

すること。

○ ６ その他発電及び工業用水に関

すること。

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所長

専決

者 所長

専決

者

課長 課長

用

水

管

理

課

１ 用水

事業に

関する

事務

１～７ 省略 用

水

管

理

課

１ 用水

事業に

関する

事務

１～７ 省略

８ 取水、浄水、送水及び配水の

施設の操作に関すること。

○

９ 取水、浄水、送水及び配水の

施設その他附帯施設の維持管理

に関すること。

○

１０ 水量メーターの点検及び検査

に関すること。

○
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３３７

１１ 水質の測定に関すること。 ○

１２ 省略 ８ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所長

専決

者 所長

専決

者

課長 課長

管

理

課

１ 工業

用水事

業に関

する事

務

１～４ 省略 管

理

課

１ 工業

用水事

業に関

する事

務

１～４ 省略

５ 工業用水道の利用促進に関す

ること（西条地区工業用水道管

理事務所に限る。）。

○ ５ 工業用水道の利用促進に関す

ること（西条地区工業用水道管

理事務所に限る。）。

○

別表第３（第４条関係）

院長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

備考 今治地区工業用水道管理事務所においては、この表組織

名の欄中「管理課」とあるのは、「今治地区工業用水道管

理事務所」として、同表の規定を適用する。

別表第３（第４条関係）

院長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

愛 媛 県 立

中 央 病

院 、 愛 媛

県 立 今 治

病 院 及 び

愛 媛 県 立

新 居 浜 病

院 に お け

る 決 裁 区

分

愛媛

県立

南宇

和病

院に

おけ

る決

裁区

分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

愛 媛 県 立

中 央 病

院 、 愛 媛

県 立 今 治

病 院 及 び

愛 媛 県 立

新 居 浜 病

院 に お け

る 決 裁 区

分

愛媛

県立

南宇

和病

院に

おけ

る決

裁区

分

院

長

専決者

院

長

専

決

者
院

長

専決者

院

長

専

決

者

事

務

局

長

課

長

主

幹

事

務

局

長

事

務

局

長

課

長

主

幹

事

務

局

長

総

務

課

１ 省略 総

務

課

１ 省略

２ 人事

管理に

関する

事務

１ 院内職員の身分及び服

務に関すること。

２ 人事

管理に

関する

事務

１ 院内職員の身分及び服

務に関すること。

� 出張、休暇、育児休

業等、職務専念義務の

免除等（職員の海外出

張及び院長の県外出張

を除く。）

� 出張、休暇、育児休

業等、職務専念義務の

免除等（職員の海外出

張及び院長の県外出張

を除く。）

ア 院長、事務局長、

看護部長、事務局次

長、検査部長、放射

線部長、薬剤部長又

は薬剤長、課長及び

技師長に係るもの

○ ○ ア 院長、事務局長、

看護部長、事務局次

長

、薬剤部長又

は薬剤長、課長及び

技師長に係るもの

○ ○

イ・ウ 省略 イ・ウ 省略
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雑 報

�愛媛県内水面漁場管理委員会指示第２３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項及び第１７１条第４

項の規定に基づき、コイ（マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。）

に関する持ち出しの制限、放流等の制限及び遺棄の禁止について、

次のとおり指示する。

令和４年４月１日

愛媛県内水面漁場管理委員会

会長 岡 村 重 治

１ 指示の内容

� 持ち出しの制限

県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面（以下

「公共用水面等」という。）において、コイがコイヘルペスウ

イルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると愛媛県知事

が認めた場合は、愛媛県知事が範囲を定め、公表する水域のコ

イを持ち出してはならない。ただし、公的機関が試験研究又は

検査に供する場合は、この限りでない。

� 放流等の制限

県内の公共用水面等へのコイの放流は、放流用のコイが次に

掲げる要件の全てに該当する場合以外は、してはならない。た

だし、採捕したコイを採捕した公共用水面等へ再放流する場合

はこの限りでない。

ア コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するもので

ないこと。

イ コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するコイと

水を介しての接点がないこと。

ウ ＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）検査で陰性が確認された

コイ群であること。

� 遺棄の禁止

生死を問わず、県内の公共用水面等にコイを遺棄してはなら

ない。

� �の指示は、焼却等の処分をするコイについては、適用しな
い。

２ 指示の期間

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。
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